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意見の趣旨 

 

１ 熊本県弁護士会は、死刑制度のあり方について、その存廃を含め全社会的な議論

を呼びかける。 

２ 熊本県弁護士会は、上記の議論のため、死刑の実態を調査し、死刑問題に関する

情報の発信に努め、その存廃についての検討を進める。 

３ 熊本県弁護士会は、国に対し、上記議論に資するよう最大限の情報開示を行うこ

とを求める。 

４ 熊本県弁護士会は、国に対し、上記議論がなされる間、死刑判決の全員一致制、

死刑判決に対する自動上訴制、死刑判決を求める検察官上訴の禁止等の手続き改革
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に直ちに着手し、死刑に直面している者に対し、被疑者・被告人段階、再審請求段

階、執行段階のいずれにおいても十分な弁護権、防御権を保障し、かつ死刑確定者

の処遇を改善することを求める。 

５ 熊本県弁護士会は、国に対し、上記議論がなされる間、死刑の執行は停止するこ

とを求める。 

 

 

意見の理由 

 

第１章 日弁連の議論の経緯と基本的態度 

 

第１ 日弁連の取り組みの経過 

１ 日本弁護士連合会（以下「日弁連」という）は、２００２（平成１４）年１１

月２２日、「死刑制度問題に関する提言」を発表した。 

この提言は、死刑問題について、日弁連として最初のまとまった提言であり、

歴史的な意義を有するものである。 

この提言は、死刑制度の存廃につき議論を尽くし、また死刑制度の改善を行う

までの一定期間、死刑確定者に対する死刑の執行を停止する旨の時限立法（死刑

執行停止法）の制定を提唱し、日弁連自身は、死刑制度の改善のために各種の取

り組みを推進するとしている。 

２ 日弁連は、２００２（平成１４）年１２月、上記提言を実現するために、「死

刑制度問題に関する提言実行委員会」を設置した。同委員会は、２００４（平成

１６）年１０月、上記提言及び下記３の決議を実行するために、「日弁連死刑執

行停止法制定等提言・決議実現委員会」（以下「死刑執行停止実現委員会」とい

う）へ改組され、日弁連の死刑執行停止を求める運動の中心を担ってきた。その

後、同委員会は、２０１１（平成２３）年１２月、「死刑廃止検討委員会」へ改

組され、現在に至るまで死刑問題に関する運動の中心を担っている。 

３ 日弁連は、２００４（平成１６）年１０月８日の第４７回人権擁護大会（宮崎）

において、「２１世紀、日本に死刑は必要か―死刑執行停止法の制定と死刑制度

の未来をめぐって―」というテーマの下にシンポジウムを開き、「死刑執行停止

法の制定、死刑制度に関する情報の公開及び死刑問題調査会の設置を求める決議」

を採択した。 

この決議は、前記の提言を発展させたもので、政府及び国会に対し、以下の施

策の実行を求めるものであった。 

（１）死刑確定者に対する死刑の執行を停止する旨の時限立法（死刑執行停止法）
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を制定すること。 

（２）死刑執行の基準、手続、方法など死刑制度に関する情報を広く公開するこ

と。 

（３）死刑制度の問題点の改善と死刑制度の廃止について国民的な議論を行うた

め、検討機関として、衆参両院に死刑制度に関する調査会を設置すること。 

４ ２００７年から２００８年にかけて、国際連合（以下「国連」という）総会の

補助機関等によって下記の審査が行われた。 

・国連拷問禁止委員会による第１回政府報告書審査 

・国連人権理事会による第１回普遍的定期審査 

・自由権規約委員会による第５回政府報告審査 

日本政府は、その中で、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」（以下「自

由権規約」という）の実施状況に関し、第５回日本政府報告書を提出した。これ

に対し、自由権規約委員会は、２００８年１０月３０日にその調査結果を踏まえ

て総括所見を発表した。同委員会は、死刑問題について、概略以下のように勧告

している。 

「死刑制度については、政府は世論に拘わらず死刑廃止を前向きに検討す

ること、国民に対し死刑廃止が望ましいことを知らせること、死刑確定者

の処遇及び高齢者・精神障害者への死刑執行に対し、より人道的な対応を

とること、死刑執行を事前に告知すること、恩赦・減刑・執行の猶予が利

用可能となること、必要的上訴制度を導入し、再審・恩赦の請求に執行停

止効を持たせること、再審弁護人との秘密接見を保障すること」 

日弁連は、同月３１日、この勧告について、「国際人権（自由権）規約委員会の

総括所見に対する会長声名」を発表し、その中で「当連合会は、日本政府が、委

員会の勧告を誠意をもって受け止め、その解決に向けて努力することを強く求め

るとともに、その実現のために全力で努力していく所存であることをここに表明

するものである。」と述べた。この会長声明は政府に「世論に拘わらず死刑廃止を

前向きに検討すること」を求めている勧告の実施を求めるものであり、日弁連の

死刑に対する姿勢を「死刑の存廃について議論すること」から「死刑廃止を前向

きに検討すること」へ前進させたと評価できる内容である。 

５ 日弁連は、２００８（平成２０）年３月、「死刑制度調査会の設置及び死刑執

行の停止に関する法律（案）」（通称「日弁連死刑執行停止法案」）を取りまとめ

た。 

この法案は、死刑制度の存廃その他死刑制度に関する事項についての調査を行

うため、衆議院及び参議院に、死刑制度調査会を５年間設け、死刑制度調査会は、

死刑制度に関する調査のため、公聴会の開催及び参考人の調査を行い、広く国民
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の意見を聴取し、調査の経過及び結果について報告書を作成し各議院の議長に提

出することとし、死刑制度調査会の設置期間中は、死刑の執行を停止するもので

ある。 

これは、従前の死刑執行停止の提言を法案としてまとめ上げたものである。 

６ 日弁連は、２０１０（平成２２）年３月１８日、「『誤判原因を究明する調査委

員会』の設置を求める意見書」を発表した。その内容は、「わが国で起訴後に冤

罪であったことが明らかにされた無罪確定事件と有罪判決がなされた後に上級

審あるいは再審において誤判であったことが明らかにされた有罪破棄無罪確定

事件・再審無罪事件について、誤判（誤起訴を含む。以下同様とする）発生の原

因を明らかにするとともに、捜査と公判における問題点を摘出して、わが国の刑

事司法制度およびその運用において緊急に改善すべき点と今後検討を進めるべ

き課題を明らかにするため、公的機関としての『誤判原因を究明する調査委員会』

を設置すべきである。」とするものである。 

この点は、「近年、わが国の刑事事件において、志布志事件、氷見事件、引野口

事件、足利事件など、重大な無罪確定事件、再審無罪事件が相次いでいる。これ

までも免田、財田川、松山、島田の死刑４事件について再審無罪が確定した例を

見るまでもなく、多くの誤判が繰り返されてきた。にもかかわらず、総合的な誤

判原因の究明（検証）が行われたことはない」という問題意識の下で提唱された

ものであるが、この調査委員会が設置され、重大事件の誤判事件の原因究明がな

されれば、日本の死刑制度は大きく前進するはずである。 

７ 日弁連は、２０１１（平成２３）年１０月７日の第５４回人権擁護大会（高松）

において、「罪を犯した人の社会復帰のための施策の確立を求め、死刑廃止につ

いての全社会的議論を呼びかける宣言」を採択した。 

この宣言の概要は、以下のとおりである。 

死刑はかけがえのない生命を奪う非人道的な刑罰であることに加え、更

生と社会復帰の観点から見たとき、罪を犯したと認定された人が更生し社

会復帰する可能性を完全に奪うという根本的問題を内包している。我が国

も批准している国際人権（自由権）規約第１０条第３項は、「行刑の制度は、

受刑者の矯正及び社会復帰を基本的な目的とする処遇を含む」としている。

重大な罪を犯した人も、最終的には、社会へ再統合される可能性があるこ

とを認め、その更生を視野に入れた効果的処遇を行うことが、国家の責務

である。我が国の社会に求められていることは、罪を犯した人の更生の道

を完全に閉ざすことなく、処遇や更生制度を根本的に改革し、福祉との連

携を図り、すべての人々が共生することが可能な社会の実現を目指すこと

である。 
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死刑制度については様々な問題点が指摘されている。すなわち、これま

でに４件の死刑判決が再審により無罪となったことからも明らかなように、

常に誤判の危険を孕んでおり、死刑判決が誤判であった場合にこれが執行

されてしまうと取り返しがつかないという根本的な欠陥がある。さらに、

我が国では、死刑に直面している者に対し、被疑者・被告人段階あるいは

再審請求の段階に至るまで十分な弁護権、防御権が保障されておらず、執

行の段階でも死刑確定者の人権保障の面で多くの問題を抱えている。そし

て、死刑は人の生命を確実に奪い生命に対する権利を侵害するもので、い

かなる執行方法であっても、その残虐性は否定できない。 

であるからこそ、死刑の廃止は国際的な揺るぎない潮流となっているの

である。これらのことを考えるとき我々は、死刑の執行を停止した上で、

死刑の廃止についての全社会的議論を行うべきである。特に、成育環境の

影響が非常に強い少年の犯罪について、すべての責任を少年に負わせ死刑

にすることは、刑事司法の在り方として公正ではないことに留意するべき

である。 

当連合会は、国に対し、以下のとおりの施策の推進ないし実現を求める。 

・ 罪を犯した人の社会復帰の道を完全に閉ざす死刑制度について、直

ちに死刑の廃止について全社会的な議論を開始し、その議論の間、死

刑の執行を停止すること。議論のため死刑執行の基準、手続、方法等

死刑制度に関する情報を広く公開すること。特に犯罪時２０歳未満の

少年に対する死刑の適用は、速やかに廃止することを検討すること。 

・ 死刑廃止についての全社会的議論がなされる間、死刑判決の全員一

致制、死刑判決に対する自動上訴制、死刑判決を求める検察官上訴の

禁止等に直ちに着手し、死刑に直面している者に対し、被疑者・被告

人段階、再審請求段階、執行段階のいずれにおいても十分な弁護権、

防御権を保障し、かつ死刑確定者の処遇を改善すること。 

当連合会は、罪を犯した人も、個人の尊厳と基本的人権が尊重され、社

会復帰への道が確保されるよう全力で取り組むとともに、死刑廃止につい

ての全社会的な議論を直ちに開始することを呼びかけるものである。 

 

第２ 現在の日弁連の基本的態度 

１ 法務大臣に対する死刑執行停止要請活動等 

（１）日弁連は、２００２（平成１４）年１１月２２日「死刑制度問題に関する

提言」の発表以後、新任の法務大臣が就任する都度、あるいは法務大臣の在

任中複数回にわたって、死刑執行停止要請を繰り返し行ってきている。 
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（２）日弁連は、死刑執行がなされるごとに、「死刑執行に強く抗議し、改めて死

刑執行を停止し、死刑制度の廃止についての全社会的議論を求める会長声明」

の発表等を繰り返し行ってきている。 

２ 日弁連は、死刑廃止を巡る国内情勢が極めて厳しいという現実に鑑み、仮釈放

のない終身刑がもつ様々な問題性を踏まえつつも、死刑を廃止する場合、死刑に

代わる最高刑として仮釈放のない終身刑を導入することの検討をも含めて議論

するよう呼びかけている。 

３ 日弁連（人権擁護委員会と死刑執行停止実現委員会等）の活動 

（１）日弁連は、人権擁護委員会が中心となって、１９５９（昭和３４）年以来、

再審事件に積極的に取り組み、死刑再審４事件（免田、財田川、松山、島田）

について再審無罪判決を勝ち取り、死刑事件ではないが、足利事件と布川事

件が再審無罪となった。また、死刑再審請求事件でも、名張毒ぶどう酒事件

や袴田事件、マルヨ無線事件等について、精力的な弁護をしている。 

（２）日弁連は、死刑執行停止実現委員会が中心となって、市民に死刑の残虐性

と問題点をあらためて考えてもらうため、例えば映画「休暇」を上映し、日

弁連の死刑執行停止の活動について講演する「死刑を考える日」を全国各地

で開催してきた。 

また、日弁連は、２００５（平成１７）年１２月、欧州委員会（ＥＣ）、ア

メリカ法曹協会（ＡＢＡ）と共催で「人権と死刑に関する国際リーダーシッ

プ会議」を開催し、２０１０（平成２２）年６月には講演会「アメリカの被

害者遺族からあなたへ～人権のための殺人被害者遺族の会（ＭＶＦＨＲ）が

語る命と死刑～」を開催した。 

（３）日弁連では、市民に対し死刑に関する正確な情報をできる限り平易な表現

で提供し、市民自らが死刑について考え、日弁連の提唱する死刑執行停止法

について理解してもらうため、日弁連のホームページ内に「死刑廃止を考え

る」ぺージを設けている。 

４ 日弁連は、２０１１（平成２３）年１２月、「日弁連死刑執行停止法制定等提

言・決議実現委員会」を「死刑廃止検討委員会」へ改組し、以下の活動を行って

きた。 

（１）死刑執行停止法の制定に向けた取り組み 

（２）死刑制度についての問題提起・情報発信―各種シンポジウムの開催 

（３）死刑に関する刑事司法制度の改善等に向けた取り組み 

（４）死刑に関する情報開示の実現に向けた取り組み 

（５）死刑に直面する者の刑事弁護のあり方についての検討 

（６）犯罪被害者・遺族に対する支援等の取り組み 
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（７）死刑問題に関する海外調査 

５ 死刑執行の停止の必要性 

今すぐに死刑を廃止することはできないとしても、死刑のない社会が望ましい

ことを見据え、死刑廃止について検討するため、全社会的議論を開始し、その間、

死刑の執行を停止することが必要である。 

（１）国際社会からの要請 

国連拷問禁止委員会は、２００７年５月、日本政府に対し、「死刑の執行を

すみやかに停止」することを勧告した。国連総会でも、２００７年、２００

８年、２０１０年、２０１２年、２０１４年の５回にわたり、死刑存置国に

対して死刑執行の停止を求める決議を採択している。このような国際社会か

らの強い要請からしても、死刑の執行は停止されなければならない。 

（２）法務大臣に死刑執行の法的・政治的義務はない 

刑事訴訟法第４７５条第１項に「死刑の執行は、法務大臣の命令による。」、

同条第２項に「前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなけ

ればならない。」と定められていることを根拠に、法務大臣には死刑の執行を

命令する義務があるとする見解がある。しかし、この規定は、死刑が生命を

奪うという重大な刑であることから、死刑執行の可否を、法務行政の専門家

であり、法務行政の長である法務大臣の裁量に委ねたものと考えるべきであ

る。したがって、法務大臣は、法務を巡る行政的・政治的・人道的な観点を

総合して死刑執行の可否を決定すべきであり、執行を機械的に命令すること

は許されない。 

また、最近では、平均すれば、判決の確定後約４年で死刑が執行されてお

り、確定後６か月以内に執行された例はない。裁判上も、「六箇月」という期

間は法務大臣に対する訓示規定であり強制力はないものと判断している（東

京地方裁判所平成１０年３月２０日判決判例タイムズ９８３号２２２頁）。 

以上のとおり、法務大臣には、死刑の執行を命令する義務が法律的にも政

治的にもないことは明らかである。 

 

第３ 各単位会及び弁護士会連合会における取り組み 

１ ２０１２（平成２４）年から２０１４（平成２６）年の間に、死刑執行に対す

る抗議の会長声明を発表した単位会は、以下のとおりである。 

（１）２０１２（平成２４）年 

    ３月  福島県 

    ４月  札幌、岡山、宮崎県、千葉県、仙台、横浜、和歌山、京都 

    ８月  第二東京、広島、札幌、福岡県、東京、愛知県、大阪、福島県 
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        横浜、岡山、埼玉、京都、仙台、千葉県、兵庫県 

    ９月  和歌山、香川県、大阪、第二東京、愛知県、広島、福岡県 

        東京、札幌、宮崎県、福島県 

   １０月  兵庫県、仙台、岡山 

   １１月  香川県 

（２）２０１３（平成２５）年 

    １月  鳥取県 

    ２月  愛知県、福岡県、広島、第二東京、東京、兵庫県、大阪、 

        岡山、福島県、宮崎県、埼玉 

    ３月  札幌、横浜、京都、香川県、仙台、和歌山、千葉県 

    ４月  兵庫県、愛知県、福島県、東京、福岡県、第二東京、大阪 

    ５月  香川県、広島、千葉県、京都、和歌山、岡山、仙台 

    ６月  横浜、埼玉 

    ９月  福岡県、東京、第二東京、福島県、大阪、愛知県、仙台 

埼玉、札幌、兵庫県、京都、香川県 

    １０月 広島 

    １２月 兵庫県、東京、第二東京、福島県、福岡県、茨城県、岡山 

        大阪、愛知県、仙台、札幌、佐賀県 

（３）２０１４（平成２６）年 

    １月  香川県、広島、和歌山、宮崎県 

    ２月  鹿児島県 

    ６月  愛知県、兵庫県、福岡県、広島、第二東京、東京、福島県 

        札幌、茨城県 

    ７月  香川県、岡山、埼玉、仙台、宮崎県 

    ８月  和歌山、東京、福岡県、第二東京、茨城県、愛知県 

兵庫県、広島 

    ９月  大阪、福島県、札幌、香川県、仙台、埼玉、岡山、千葉県 

        宮崎県 

    １０月 青森県、和歌山、佐賀県 

２ 四国弁護士会連合会における「死刑制度に関する情報開示を実現させ、死刑廃

止についての全社会的議論を呼びかける宣言」 

２０１４（平成２６）年１１月１４日、四国弁護士会連合会は、第６０回同連

合会定期総会にて、以下の項目を実施することを内容とする「死刑制度に関する

情報開示を実現させ、死刑廃止についての全社会的議論を呼びかける宣言」を採

択した。そこでは以下のような提言を行っている。 
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「１．国に対して、死刑制度についての情報を広く公開するよう求めてい

くこと。また、直ちに死刑の廃止について全社会的な議論を開始し、

その議論の間、死刑の執行を停止するよう求めていくこと。 

２．死刑制度や犯罪者の処遇について考えるための法教育プログラムを作

成し、今後制度を検討すべき立場になる子どもたちに死刑存廃等の刑事

政策の是非について考える機会を提供すること。 

３．これらを実現するために、当連合会に死刑廃止について検討するため

の委員会もしくはプロジェクトチームを設置すること。」 

 

第４ 当会の取り組み 

当会における死刑についての取り組みの経過は、以下のとおりである。 

１ ２０１２（平成２４）年３月３日 

「シンポジウム・死刑を考える日―パネルディスカッション」の開催 

憲法委員会が中心となって開催した。映画「新・あつい壁」を上映した後、池

上雄飛委員が基調報告を行い、元刑務官で作家の坂本敏夫氏、熊本日日新聞論説

委員長の高峰武氏、及び飯塚事件の弁護人である岩田務弁護士をパネラーとして、

国宗直子委員がコーディネーターをつとめて、「死刑制度をどう見るか 賛成か 

反対か」「日本の死刑制度の問題点と現時点で考えられる改善策」というテーマに

ついて、討論した。 

２ ２０１３（平成２５）年４月より、死刑廃止について検討するプロジェクトチ

ーム（以下「死刑廃止検討プロジェクトチーム」という）を立ち上げて、以下の

ような活動をしてきた。このプロジェクトチームは、憲法委員会、人権擁護委員

会、刑事弁護センター委員会、犯罪被害者支援委員会の各委員で構成されている。 

３ ２０１４（平成２６）年３月２３日 

「死刑を考えるつどい」の開催 

板井俊介日弁連死刑廃止検討委員会委員が「死刑廃止をめぐる論点と課題」と

題する報告を行った後、土本武司筑波大学名誉教授（元最高検検事）が「死刑は

『残虐な刑罰』か」と題して講演を行った。報告「死刑廃止をめぐる論点」では、

板井俊介委員が報告者を、国宗直子委員がコーディネーターをつとめた。 

４ ２０１４（平成２６）年１１月２９日 

シンポジウム「袴田再審決定を勝ち取った弁護団長が語る！」の開催 

九州弁護士会連合会（以下「九弁連」という）の連続シンポとして、映画「Ｂ

ＯＸ袴田事件 命とは」を上映した後、西嶋勝彦袴田再審請求事件弁護団長が「袴

田事件を語る」と題する講演を行ない、板井俊介委員が当会の取り組みを報告し

た。 
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５ ２０１５（平成２７）年７月１５日 

当会は、初めて、「死刑執行に強く抗議し、死刑執行を停止し、死刑制度の存廃

についての全社会的議論を求める会長声明」を発表した。 

 

第２章 死刑存廃に関する従前の議論 

 

第１ 死刑制度の存廃を巡る従来の議論の概要 

死刑制度の存廃を巡っては、従来、死刑廃止論・存置論のそれぞれの立場から、

種々の議論が繰り返されてきたことは周知のとおりである。 

ここでは、従前の議論を確認する意味で、２０１０（平成２２）年７月に千葉

景子法務大臣により設置された「死刑の在り方についての勉強会」が２０１２（平

成２４）年３月にとりまとめた報告書の添付資料を引用しつつ、双方の基本的な

見解を簡潔に整理して述べる。 

１ 死刑制度に対する根本思想・哲学について 

(1) 死刑廃止論 

「死刑は残虐な刑罰である」「生きる権利を侵害する残虐で非人道的な刑罰で

ある」「国家であっても人を殺す権利はない」等 

(2) 死刑存置論 

「命を奪った者は、殺した相手を生き返らせない限り、自分の命をもって償

いをし、責任を果たすほかない」「どうしても死刑を適用せざるを得ない事案が

あり、そのような事案に死刑を適用することが社会正義を実現する司法を確立

して、その司法の下で国民が安心して生きることのできる国を作るための方法

である」等 

２ 死刑の犯罪抑止力について 

(1) 死刑廃止論 

「自暴自棄に陥った者や自らの命を賭して実行しなければならないという信

念を持った者に対しては死刑は抑止効を持ち得ず、自殺願望から犯行に及ぶ者

にはむしろ誘発性を持つ」「その存否に関する実証的・科学的根拠は存在しない」

等 

(2) 死刑存置論 

「刑罰に犯罪抑止力があることは明らかであり、刑罰体系の頂点に立つ死刑

に抑止力がないというのは説得的ではない」「犯人を死刑にしておけば助かった

可能性のある被害者は存在する」等 

３ 誤判のおそれについて 

(1) 死刑廃止論 
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「誤判の可能性そのものを否定することは誰にもできない以上、死刑は廃止

すべきである」「えん罪による死刑執行のおそれは現実のものであり、いったん

失われた命はどのようにしても回復できない」等 

(2) 死刑存置論 

「事件の中には誤判の余地の絶無な事件も相当ある」「誤判のおそれは死刑特

有の問題ではなく、誤判のおそれを理由に死刑廃止を論じるのは刑事裁判の否

定に通じる」等 

４ 被害者・遺族の心情等に関する議論について 

(1) 死刑廃止論 

「被害者のために死刑があるわけではない」「今は仇討ちを彷彿させるような

時代ではない」「遺族の被害感情は時間や状況とともに変化していくもの」等 

(2) 死刑存置論 

「事件が余りに残虐で、被害感情が余りに激しく、大方の人が犯人は自己の

生命をもって償うべきだと考えるような場合には、死刑をもって臨み、被害者

とその遺族の悲しみと怒りを癒すことも正義につながる」等 

５ 犯人の更生可能性について 

(1) 死刑廃止論 

「たとえ凶悪な罪を犯した者であっても更生の可能性がある」等 

(2) 死刑存置論 

「犯人が更生したからといって、犯人が犯した罪が消えるわけではない」「自

分に同じ場面が降りかかってこない限りは、本当に切実な意味での人の命を奪

うことの恐ろしさ、罪深さ、取り返しのつかなさを実感したり、反省したりす

ることはない」等 

６ 国民世論について 

(1) 死刑廃止論 

「世論に迎合するのではなく、政治がリーダーシップをもって国民を死刑廃

止に導いていくべき」「死刑は人権の問題であり、少数者の保護という観点から

すれば多数派の意見にこだわることは相当ではない」等 

(2) 死刑存置論 

「死刑存廃の問題は国民にとって最も基本的かつ重要な事柄であり、国民の

意識が強く反映されなければならない」「罪刑均衡のとれた刑を科さなければ国

民の刑事司法に対する信頼が得られなくなり、犯罪が増え、捜査に対する協力

も得られなくなる」等 

７ 国際的潮流に関する議論について 

(1) 死刑廃止論 
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「死刑廃止は国際的な潮流であり、我が国も国際人権法を尊重すべき」「世界

は死刑廃止を望んでおり、ひとり日本だけが国情や世論を理由に躊躇している

時ではない」等 

(2) 死刑存置論 

「死刑制度存置国と廃止国の数や意味の比較については『事実上の廃止国』

をどのように分類するかなどの問題があり、簡単ではない」「一国の司法制度や

犯罪政策、司法文化はその国の国民が決めるものであり、他国からとやかく言

われるものではない」等 

 

第２ 今後の議論の方向性 

   以上述べたような議論が行われてきたが、当会は、本意見書において、上記の

議論を繰り返すことはしない。ましてや、いずれの議論が正しいかという議論も

行わない。 

   すなわち、上記のような議論によって「賛成」、「反対」を論じてきた歴史はあ

るものの、現実的には制度変革には至らなかったのであり、双方の議論とも、そ

れなりの説得力を持つものであったと考えられるが、それだけで決定的な力を持

つものとはいえないと評価されるべきである。 

むしろ、当会は、在野法曹である弁護士の集団として現代社会において、最高

の価値である「個人の尊厳」（憲法第１３条）を守る立場から、両論を踏まえた立

場で、もっと現実的に制度変革が可能な国民的な議論ができないかと考えるもの

である。 

 

第３章 国際的な取り組みと日本の傾向 

 

第１ 死刑廃止へ向けた海外の取り組み 

１ 世界的存置国と廃止国数の推移 

アムネスティ・インターナショナルの調べによると、１９８０年時点では死刑

存置国が１２８カ国、死刑廃止国（軍法下の裁判のような、通常の裁判とは異な

る特殊な手続により裁かれる犯罪にのみ死刑を存置している国や、法律上は死刑

の定めがあっても過去１０年以上死刑執行のない事実上の廃止国を含む。）が３７

カ国であったが、１９９０年には死刑存置国が９６カ国に対して死刑廃止国が８

０カ国となり、２０１０年には死刑存置国が５８カ国に対して死刑廃止国が１３

９カ国となり、２０１３年１２月末日時点では死刑存置国が５８カ国に対して死

刑廃止国が１４０カ国となっている。現在、世界の３分の２以上の国が法律上又

は事実上死刑を廃止している。なお、それまで例外的な軍事裁判についてのみ死
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刑を適用していたフィジーが２０１５年２月に新たに全面廃止国となり、２０１

５年３月末日時点で、全面廃止国は９９カ国となった。 

 

 
 

また、先進国中で死刑を存置しているのは日本とアメリカのみであるが、アメ

リカでは州によっては死刑を廃止しており、その数も増えてきている。２０１５

年７月時点で、５０州のうち１９州で死刑を廃止している。 
 

 

２ 世界の死刑存置国へ向けられた働きかけ等 

(1) 国連の動き 

■（黒）死刑存置国（但し、アメリカのうち１９州では死刑は廃止されて
いる（死刑を廃止したアラスカ州は白色としている）） 

■（灰色）事実上の死刑廃止国 
□（白） 法律上死刑を廃止した国 
（アムネスティ・インターナショナルの情報に基づき作成） 
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① 国連は、世界人権宣言第３条（すべて人は、生命、自由及び身体の安全に

対する権利を有する。）の完全保障のために死刑廃止を目指し、死刑のより制

限的な適用のため、いわゆる「死刑廃止条約」（第１条において選択議定書の

締約国内にある者は死刑を執行されないこと、各締約国はその管内において

死刑廃止のためのあらゆる必要な措置を講じなければならないことが定めら

れている。）を１９８９年に採択した。 

② 国連人権委員会（２００６年国連人権理事会へ改組）は、１９９７年以降

毎年、死刑存置国に対する死刑適用制限等を呼び掛ける決議をおこなってい

る。 

③ 国連総会においても、死刑存置国に対し、死刑執行停止を求める決議が繰

り返しなされている。また、その決議案に対する賛否は、２００７年には賛

成１０４に対して反対５４、２００８年には１０５に対して反対４８、２０

１０年には賛成１０９に対して反対４１、２０１２年には賛成１１１に対し

て反対４１、２０１４年には賛成１１７に対して反対３８というように、年

を追うごとに賛成国が増加し、反対国が減少している。 

     なお、日本政府は、毎回、この決議案に反対している。 

(2) 欧州の動き 

① 欧州地域では、１９４７年にイタリアが通常犯罪に対する死刑を廃止し、

１９４９年には西ドイツで死刑が廃止され、１９６５年にイギリスで死刑が

廃止されるというように、第２次世界大戦後、次々に死刑が廃止されていっ

た。１９８１年にフランスで死刑が廃止されたことによって、西欧に属する

国は全て死刑廃止国となった。現在では、独裁国家のベラルーシを除く全て

の欧州諸国が死刑廃止国である。 

② １９８２年、欧州評議会は、「死刑の廃止に関する人権及び基本的自由の保

護のための条約第６議定書」を採択した。 

これは、平時の死刑廃止を規定しており、戦時、もしくは切迫した戦争の

脅威があるときの犯罪に対しては、死刑を存置することができるとするもの

である。 

③ ２００２年、欧州評議会は、「あらゆる事情の下での死刑の廃止に関する人

権及び基本的自由の保護のための条約の第１３議定書」を採択した。 

これは、平時はもちろんのこと、戦時、もしくは切迫した戦争の脅威があ

るときを含むすべての状況下での死刑廃止を規定している。 

④ １９９８年、欧州連合（ＥＵ）は、全世界で死刑制度を廃止するために死

刑反対運動を強化することを決定した。 

死刑廃止への第一歩として死刑執行停止を導入すること、少なくとも死刑
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の適用を減らすこと、死刑が執行される場合でも一定の基準を満たした透明

性のある手続で行われることを求めている。 

３ 死刑存置国の中でも特に日本に向けられた働きかけ等 

(1) 自由権規約委員会は、１９９３年、１９９８年、２００８年、２０１４年に、

日本に向けた勧告を行っている。 

特に、２００８年の勧告では、世論にかかわらず死刑廃止を前向きに検討す

ること、死刑は最も深刻な犯罪に限定されるべきであること、死刑確定者の処

遇、高齢者や精神障害者に対する死刑執行についてより人道的アプローチを考

慮すべきこと、死刑確定者やその家族に死刑執行の日時が告知されるべきこと、

恩赦等を真に利用可能なものとすべきこと、等の詳細な勧告がなされた。 

また、２０１４年には、死刑の廃止を十分に考慮すること、死刑の廃止を目

指していわゆる「死刑廃止条約」への加入を考慮すること等が勧告された。 

(2) 日本は、１９９９年に拷問等禁止条約に加入しているところ、２００７年５

月１８日、国連拷問禁止委員会は日本政府報告書に対する最終見解において、

死刑を言い渡された人々に対する国内法における多くの条項が拷問あるいは虐

待に相当しうるものであることに深刻な懸念を示し、死刑確定者の拘禁状態が

国際的な最低基準に合致するものとなるよう改善のためのあらゆる必要な手段

をとるべきこと、最終的に死刑の執行を停止し、かつ、死刑を減刑するための

必要な措置を考慮すべきこと、全ての死刑事件において上訴権は必要的とされ

るべきこと、死刑の実施が遅延した場合には死刑を減刑しうることを確実に法

律で規定すべきであること等の勧告がなされた。 

また、第２回日本政府報告書に対しては、２０１３年５月３１日に最終見解

が出されており、前回審査における勧告の多くが繰り返されたのみならず、死

刑制度を廃止する可能性についても考慮すること等、さらに厳しい勧告がなさ

れた。 

(3) 欧州評議会は、２００１年に、アメリカと日本に向けて、死刑廃止に向けた

進展がなければオブザーバー資格に異議を唱える旨の決議を採択した。 

(4) ２００８年、欧州連合（ＥＵ）議長国フランスから、日本に対して、死刑執

行を一時停止し、死刑廃止を検討するよう要請がなされた。 

 

第２ 死刑存廃を巡る各国の動き 

ここでは、死刑をめぐる各国の動きや取り組みのうち、先進国の中では日本と

並んで死刑存置国とされているアメリカの例、西欧で最後の死刑廃止国となった

フランスの例、日本の隣国であり事実上の死刑廃止国とされている韓国の例を見

ていくこととする。 
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１ アメリカの例 

(1) アメリカは死刑存置国とされている。これは、先進国の中では日本とアメリ

カのみである。 

但し、アメリカ５０州のうち１９州では死刑が廃止されている。最新の死刑

廃止州は、２０１５年５月２７日に、州知事の拒否権を州議会で覆して死刑廃

止法案を可決させたネブラスカ州である。また、そのネブラスカ州を含む１２

州では、１０年以上死刑の執行がなされていない。 

死刑判決件数も、減少傾向にある。 

(2) １９７２年、連邦最高裁によって、当時の死刑制度について違憲判断が下さ

れ、死刑執行も停止された。その後、１９７６年に陪審員の裁量を厳格化した

死刑制度について合憲の判断が下され、翌年から死刑執行も再開された。 

(3) 死刑事件にあたっては、通常の刑事事件とは異なり、２名以上の公的弁護人

が選任され、調査員と協力して事実関係や情状関係を徹底的に調査し、死刑判

決に対しては被告人の意思とは関係なく自動的に上訴される等の手続きを踏む、

スーパー・デュー・プロセスが要求されている（第７章参照）。誤った死刑判決

を下すことがないよう、アメリカとしては最大限の努力を払っているといえる。 

しかし、後述するとおり、スーパー・デュー・プロセスのもとでも、誤判に

よる死刑判決が起きている。 

また、スーパー・デュー・プロセスの下では、死刑判決を下す裁判に莫大な

費用がかかる。それで、費用がかかりすぎることを理由に死刑制度を廃止し、

その費用を被害者支援や未解決事件捜査等に回すべきとの「コスト論」が有力

となっている（第７章参照）。 

(4) 誤判による死刑の可能性が指摘されている。 

特に、近年、ＤＮＡ鑑定の進歩により、死刑の誤判事件が次々と明らかにな

っている。死刑が再開された１９７６年以降だけでも、死刑判決後に冤罪であ

ることが判明した者は１００名を大きく超える。 

このため、２００４年、連邦政府は、有罪確定後もＤＮＡ鑑定を受ける権利

を保障する法律を制定した。 

(5) 死刑に関する差別も指摘されている。 

１９８４年のスタンフォード大学研究グループの発表によれば、被害者が白

人の場合、黒人の場合よりも、４倍も死刑になりやすいとのことである。 

また、人口比に対して死刑囚に占める黒人の割合が高すぎる、女性死刑囚に

対する執行がなされる割合が極めて低い等、人種や性別等による差別が指摘さ

れている。 

(6) 死刑の執行方法について、その時代ごとに、より人道的な方法が考えられて
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いる。 

かつては、アメリカでも絞首刑が主流であったが、より人道的な方法として

電気椅子による執行やガス殺が行われるようになり、現在では薬物注射が主流

である。 

しかし、２０１０年頃から、欧州の大手製薬会社数社が死刑の執行のためな

ら薬物を販売しないという方針を取り始めたため、死刑執行のための薬剤の入

手が困難となる事態が生じている。それによって代替薬品が使用されたためか、

死刑囚が長時間苦しんだ末に死んでいったというような、死刑執行の失敗例が

複数報道されている（２０１４（平成２６）年５月１日朝日新聞デジタル、同

年７月２４日ＡＦＰＢＢ Ｎｅｗｓ等）。 

このような死刑執行の失敗を受けて、２０１５年３月２３日、ユタ州知事は、

薬物投与による死刑執行が不可能な場合に限って銃殺刑による執行を認める法

案に署名し、同州は全米で唯一銃殺刑を認める州となった。 

(7) 死刑執行の様子は、州による差はあるが、限定的に公開されている。立ち会

うのは、死刑囚の家族、被害者家族、警察、検察、医師、弁護士、マスコミ等

である。 

また、死刑執行は事前に公に予告されるほか、死刑囚にも通知される。執行

までの間、家族との面会も許されるし、被害者家族と面会した例もある。 

外部マスコミが死刑囚にインタビューをする等、死刑囚から社会への情報発

信も行われる。 

２ フランスの例 

(1) フランスは、１９８１年に死刑を廃止した。 

これにより、西欧に属する国は全て死刑廃止国となった。 

(2) フランスでは、１９３９年まで公開処刑が行われていたが、第２次大戦後は

死刑判決の件数も激減し、年に数件となっていた。 

(3) １９８１年、死刑廃止を公約にして、ミッテラン氏が大統領に当選した。 

当時のフランスの世論は死刑存置が多数であったが、ミッテラン氏は「世論

の理解を待っていたのでは遅すぎる。」として、国民議会の賛成で死刑を廃止し

た。 

その後、死刑復活法案が３０回国会に提出されたが、いずれも不成立である。 

２００６年の世論調査では、死刑復活反対が死刑賛成を上回っている。また、

現在では、死刑廃止はミッテラン氏の大統領としての最大の偉業とされている。 

２００７年には、議会の圧倒的多数の賛成により、死刑廃止が憲法に明記さ

れた。 

３ 韓国の例 
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(1) 韓国の世論は、死刑賛成が６０パーセント以上を占める。 

しかし、韓国は、法律上は死刑を残しているが、１９９８年以降死刑の執行

がなされておらず、事実上の廃止国と位置付けられている。 

(2) 韓国では、かつての軍事政権下で死刑判決を受けた経験を持つ議員が少なく

ない。そのため、死刑は正義のためだけにあるとは限らないという共通認識が

あると言われている。 

また、１９９７年１２月３０日、キム・ヨンサム大統領が退任の直前に２３

人の大量執行をしたことも、野蛮な出来事として死刑に対する拒否反応の一因

となっている。 

その他、パン・ギムン氏が２００７年に国連事務総長に就任したが、死刑廃

止を先導する国連の事務総長を輩出した国が死刑を執行することは国の恥と考

えられている。 

(3) 韓国では、１９９８年に、過去に死刑判決を受けたこともあるキム・デジュ

ン氏が大統領に就任し、同年１０月には「人権先進国の仲間入りを果たしたい。」

と述べている。その後も、ノ・ムヒョン大統領ら、人権問題に関心の高い大統

領が続き、死刑執行は再開されていない。 

(4) 韓国では、死刑囚も一般の刑務所で刑務作業に従事する。死刑執行のために

は、その設備を持つ拘置所に移送する必要があり、これが、死刑が執行されな

い一因になっていると言われている。 

４ 日本の現状 

(1) 国民世論 

現在５年に１度の頻度で実施されている政府による世論調査によれば、国民

の８０パーセント以上が死刑制度に賛成しているとされる。しかし、政府によ

る世論調査では、死刑廃止の意見を想定した選択肢は「どんな場合でも死刑は

廃止すべきである」であるのに対し、死刑存置の意見を想定した選択肢は「場

合によっては死刑もやむを得ない」である等、死刑存置の意見が多数となるよ

う誘導していると見える問題や、代替刑として終身刑を導入することによる影

響を把握すべきといった指摘がなされている（２０１３（平成２５）年１１月

２２日日弁連「死刑制度に関する政府の世論調査に対する意見書」）。 

そして、２０１４（平成２６）年に行われた政府による最新の世論調査にお

いては、はじめて終身刑を導入した場合の死刑の是非についての設問が加えら

れ、その場合の死刑容認派は５１パーセントにとどまった。 

(2) 国会における議論 

１９５６（昭和３１）年にいわゆる死刑廃止法案が国会に提出されたことは

あるが、廃案となっている。 
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１９９４（平成６）年には、「死刑廃止を推進する議員連盟」が設立されたが、

死刑廃止法案の提出等の動きには至っていない。 

死刑の執行方法についても、１８８０（明治１３）年公布の旧刑法で絞首刑

とすることが定められ、１９０７（明治４０）年に制定された刑法でも絞首刑

と定められたが、その後実質的な改正は一度もなされていない。さらには、執

行方法を詳細に定めた法令は、１８７３（明治６）年太政官布告第６５号にま

で遡らなくてはならず（第４章参照）、国会において死刑執行方法についての議

論がほとんどなされていないことがうかがえる。 

(3) マスコミ報道 

死刑問題に関するマスコミ報道も低調といわざるを得ない。 

特に、オウム事件以降、被害者の声を前面に押し出した、死刑推奨の論調が

目立っている。また、凶悪事件が増えているかのような、誤った印象を与える

報道が強まっている。 

(4) 民間活動 

「死刑廃止国際条約の批准を求めるフォーラム９０」のような民間団体はあ

るが、死刑廃止の多数世論を形成するには至っていない。 

(5) 国際的な働きかけに対する日本政府の対応 

既に見たとおり、日本は、国際社会から死刑廃止を求める勧告等を受け続け

ている。 

しかし、日本政府は、死刑廃止について、「死刑制度の存廃は、各国において、

国民感情、犯罪情勢、刑事政策の在り方等を踏まえて検討し、独自に決定すべ

きもの」とし、「国民世論の多数が極めて悪質、凶悪な犯罪については死刑もや

むを得ないと考えていること、（中略）多数の者に対する殺人、強盗殺人等の凶

悪犯罪が未だ後を絶たない状況等にかんがみれば、（中略）死刑を廃止すること

は適当でない」とし、死刑廃止を拒否している（２０１２年４月、自由権規約

第４０条（ｂ）に基づく第６回報告、以下「第６回報告」という）。 

死刑に関する個別の問題の改善にも否定的である。 

例えば、死刑確定者への死刑執行の日時の告知について、「執行の当日より前

の日に告知した場合、当該死刑確定者の心情に及ぼす影響が大きく平穏な心情

が保ち難い」（第６回報告）、「かえって過大な苦痛を与えることにもなりかねな

い。」（同報告に関する自由権規約委員会の事前質問に対する政府回答（和文仮

訳）、以下「事前質問に対する政府回答」という）として否定している。死刑確

定者の家族への通知についても、「通知を受けた家族に対し無用の精神的苦痛を

与える」「通知を受けた家族との面会が行われ、死刑確定者本人が執行の予定を

知った場合には、本人に直接告知した場合と同様、当該死刑確定者の心情に及
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ぼす影響が大きく平穏な心情が保ち難い」（第６回報告）として、やはり否定し

ている。 

死刑執行のモラトリアムについては、国民世論に加えて、「死刑の執行が停止

されたあとにこれが再開された場合、死刑確定者に死刑が執行されないという

期待を一旦持たせながらこれを覆すことになり、かえって非人道的な結果にも

なりかねない」（事前質問に対する政府回答）という理由までつけて導入を否定

している。 

また、日本政府は、法務省による死刑問題に特別の検討の場を設けることに

ついても、「死刑制度に関する議論については、法務省が主導的に行うのではな

く、国民が自らその必要性を感じ主体的に行うことが適切である」（事前質問に

対する政府回答）とも述べ、否定している。 

このような日本政府の死刑制度死守のための頑なな対応に対しては、自由権

規約委員会の不信といらだちが高まっているとも指摘されている。 

(6) その他 

のちに詳しく触れるとおり、日本における死刑判決を下すための手続は、他

の重大事件と比べて差異は無い（第７章参照）。 

 

第４章 現行死刑制度の問題 

 

第１ はじめに 

 明治維新以降、日本が死刑執行を停止したことがあるのは、１９９０（平成２）

年から１９９２（平成４）年までのわずか３年間（いわゆる死刑執行モラトリア

ム）のみである。近年、死刑廃止国が増加し、国際的に死刑執行数も減少しつつ

ある一方で、日本は、上記３年間を除いては継続して死刑の執行を行っており、

２０００（平成１２）年以降に限ってみても、下記のように絶えず死刑が執行さ

れている状況である。 

 被執行者数  被執行者数 

2000(平成 12)年   ３ 2008(平成 20)年 １５ 

2001(平成 13)年   ２ 2009(平成 21)年   ７ 

2002(平成 14)年   ２ 2010(平成 22)年   ２ 

2003(平成 15)年   １ 2011(平成 23)年   ０ 

2004(平成 16)年   ２ 2012(平成 24)年   ７ 

2005(平成 17)年   １ 2013(平成 25)年   ８ 

2006(平成 18)年   ４ 2014(平成 26)年   ３ 

2007(平成 19)年   ９ 2015(平成27)年※   １ 

                  ※2015（平成 27）年 7月末日時点 
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このように、日本では１９９０（平成２）年から１９９２（平成４）年の３年

間を除いては、死刑の執行が停止されたことがないが、現行の死刑制度について

は、以下に述べるように数々の問題があると指摘されている。 

 

第２ 執行に関する問題 

１ 死刑の執行方法とその残虐性 

   現在の日本における死刑の執行方法は、刑事施設内の刑場にて「絞首して執行

する」と法律で定められている（刑法第１１条第１項、刑事収容施設及び被収容

者等の処遇に関する法律第１７８条）。実際に行われている執行の手順は、受刑

者の首にロープをかけ、別の場所で刑務官がハンドルを引くと、受刑者の立って

いる底板が開いて受刑者が落下し宙吊りになる、というものである。 

   ここで、日本国憲法第３６条は、「残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」と定

めているが、上記のような死刑の執行方法が「残虐な刑罰」に当たらないかが問

題となる。 

   この点、最高裁大法廷昭和２３年６月３０日判決は、「残虐な刑罰」を「不必

要な精神的肉体的苦痛を内容とする人道上、残酷と認められる刑罰」と解釈して

いる。つまり、死刑について言えば、その執行方法は、不必要に精神的肉体的苦

痛を与えるものであってはならず、即時に苦痛のない死をもたらす方法でなけれ

ばならない。また、一般人にとって強い残虐感を与えるものであってもならない

ということになる。 

   しかし、日本が現在採っている絞首刑の方法を見ると、法医学者ヴァルテル・

ラブル教授の証言（オーストリア法医学会会長、インスブルック医科大学法医学

研究所副所長であり、２０１２（平成２４）年、絞首刑の残虐性が争点となった

大阪此花区パチンコ店放火殺人事件の第一審公判において証言した。）によれば、

絞首刑は、意識が喪失するまでに最低５秒から８秒必要であり、絶命に至るまで

平均２分から５分必要であるとされている。その間に受刑者が計り知れない苦痛

を受けることを考慮すると、もはやその執行方法が苦痛のない楽な死に方である

と言うことは困難である。 

   また、受刑者の立つ底板が開き落下した際に、その衝撃はロープをかけられた

首に集中することになるが、首にかかる衝撃が限界を超えた場合には頭部が離断

する可能性が考えられる。そもそも法律は、死刑の執行は絞首して行うと規定し

ており、頭部の離断ということは法の予定していないところである。また、死刑

というのは生命の剥奪であって、身体の損傷を認めているものではない。にもか

かわらず、その可能性があるままで執行が行われるということは問題があるとい

わなければならない。 
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   さらに、一般人の感覚からして残虐さを感じさせるものでないかという点につ

いても疑問である。死刑執行の実態がほとんど知られていないためにあまり問題

視されていないが、実際に執行に立ち会った人たちは、受刑者の口や鼻から血液

等が流れ出し、失禁状態にもなり、痙攣を起こしていた等語っており、およそ正

視に耐えうる光景ではないと言われている（当会「『死刑は残虐な刑罰』か―土

本武司講演会の記録―」）。 

   以上のような点を考慮すると、今日まで採られている絞首刑の執行方法は、今

の時代と環境の下では、「残虐な刑罰」ではないといえるかどうか、大いに疑問

があると言わざるを得ない。 

   なお、日本と同様に死刑制度を存置しているアメリカの各州では、かつて絞首

刑が一般的であったが、残虐性が問題とされて電気椅子刑へと執行方法が変更さ

れ、さらに電気椅子刑についても、ネブラスカ州最高裁において残虐な刑罰にあ

たり違憲であると判断され、廃止されたため、現在では注射刑が一般化している。 

   また、ドイツでは、死刑制度を採用していた１９３３年当時の死刑の宣告及び

執行法という法律において、絞殺、斬殺、銃殺の３種類の執行方法を定め、最も

重い罪に対し絞殺を選択することとして、死刑の残虐性の点において絞殺を最上

位と位置づけていた。 

２ 死刑執行方法の変遷 

 

日本において、明治時代到来前後の時期には、６種類の死刑の執行方法が用い

られていたが、１８７０（明治３）年、新律綱領によって、絞柱式の絞首刑が導



 

 

24 

 

入された。絞柱式は、柱の前に受刑者を立たせてその首に縄をかけ、縄の先端を

後ろの柱の穴の中に通して重しをつけ、その重みで首が締め付けられるという方

法である。しかし、この方法は、受刑者の苦しみ方があまりに過酷であったこと

から、１８７３（明治６）年太政官布告第６５号によって、絞架式絞首刑が導入

されることとなった（前頁図参照）。 

   その後、１８８０（明治１３）年に、旧刑法で死刑の執行方法は絞首刑のみと

定められ、１９０７（明治４０）年に公布された刑法においても、死刑の執行方

法として絞首刑のみが規定された。この１９０７（明治４０）年に公布された刑

法が、今日も施行されている刑法である。 

日本では未だに、死刑の執行に関する法体系が一つの法律に統一されておらず

（刑法第１１条、刑事訴訟法第４７５条、刑事収容施設及び被収容者等の保護に

関する法律第１７８条等）、その中で唯一詳細に執行方法を定めたものが、約１

４０年も前の１８７３（明治６）年太政官布告第６５号である。しかし、死刑と

いう重大な刑罰の執行方法に関する事項を、国会が制定した法律によることなく、

この太政官布告６５号に根拠を求めてよいのかは大いに疑問である。また、この

太政官布告第６５号における絞首台は２階構造となっており、２階に立たされた

受刑者が底板の開落によって落下し宙吊りとなる仕組みであった。しかし、やが

て、２階へ上がれば死刑が執行されるということが死刑囚の間に周知され、階段

を上ることを拒否する者が続出したことから、１階から地下へと宙吊りになる構

造へと変更されることとなった（下図参照）。この点は、極めて重要な執行方法

の変更にあたるが、法改正等の法的根拠のないままに変更されてしまっており、

問題があるといわなければならない。 

 

 

執行に立ち会った者の話に基づいた、名古屋拘置所の刑場の様子 
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３ 少年・高齢者・精神障がい者に対する死刑執行 

（１）少年への死刑執行 

    日本の少年法第５１条第１項は、犯行時１８歳未満の者の死刑による処断を

禁止しているが、１８歳以上２０歳未満の少年についてはこのような刑の緩和

が規定されていない。 

    しかし、少年法が目的とする「少年の健全な育成」（第１条）は、１８歳以

上の少年をも対象とするところであり、かつ、「健全な育成」は少年の生命そ

のものを剥奪する死刑とは絶対に相容れないものである。そのため、１８歳以

上の少年について成人と全く同様に扱い、死刑の執行も可としてよいのかにつ

いては、慎重に検討する必要がある。 

（２）高齢者への死刑執行 

次に、高齢者への死刑執行についても検討を要する。 

１９８４年国連経済社会理事会「死刑に直面する者の権利の保護の保障に関

する決議」及び１９８９年国連総会「死刑に直面している者の権利の保護の保

障の履行に関する決議」は、死刑の宣告又は執行が行われない最高年齢を確立

すべきとしており、例えば米州人権条約では、犯行時７０歳を超える者に対し

て死刑を科すことを禁止している。しかし、日本では現在そのような最高年齢

が定められていない。加えて、１９９３（平成５）年の死刑執行再開以来、７

０歳以上で執行された者が日本では７人いる。 

（３）精神障がい者への死刑執行 

また、精神障がい者に関しては、「死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に

在るときは、法務大臣の命令によって執行を停止する」との規定がある（刑事

訴訟法第４７９条第１項）。しかし、外部交通の制限や情報公開の制約の下、専

門家による的確な判断さえ行うことができないのが現状であり、この規定に基

づいて死刑の執行が停止された例は報告されていない。 

４ 死刑執行指揮処分に対する異議申立て 

   日本では、執行異議制度として、検察官の執行指揮処分に対する異議申立権（刑

事訴訟法第５０２条）が規定されている。しかし、死刑執行の告知が当日朝にな

され、家族や代理人弁護士にも事前に知らされない運用であるため、その異議申

立権は何ら保障されていないに等しい状況にある。 

   この点、自由権規約委員会は、２００８年の第５回日本政府報告書審査におい

て、「締約国は死刑執行に自ら備える機会がないことにより被る精神的苦痛を軽

減すべきとの観点から、死刑確定者及びその家族に対して、予定されている死刑

執行の日時について適切な余裕をもって合理的な事前の告知が与えられること

が確保されるべきである」と勧告している。 
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５ 刑務官の人権 

   死刑執行にかかる一連の処置を行うのは、一般の刑務官である。刑務官は、死

刑確定者に死刑を告知し、刑場に連れて行き、目隠しをし、手錠をかけ、膝を縛

り、首に縄をかけ、踏み板を落とすボタンを押し、死亡後の遺体処理まで行わな

ければならない。 

   本来、受刑者を矯正し、社会に復帰させることを任務とする刑務官は、死刑確

定者の生命を奪う際、教育と死刑、この二つの相反する現実という大きな矛盾に

直面することになる。 

   刑務官が死刑の執行を行うべきという直接の法律上の根拠は存在しない。人の

生命を奪う死刑執行という職務を強制することは、刑務官の人権に対する侵害と

なりうる。 

 

第３ 死刑囚に対する処遇の問題 

   刑事施設及び被収容者の処遇等に関する法律第３２条第１項は、死刑確定者の

処遇は、その者が心情の安定を得られるようにすることに留意するものと規定し

ている。しかし、この原則通りに運用されているかどうか、強い疑問があると指

摘される。 

１ 処遇の態様 

死刑確定者の居室は単独室で、居室外においても処遇の原則に照らして有益と

認められる場合を除き、相互に接触させないものとされている（刑事施設及び被

収容者の処遇等に関する法律第３６条）。しかし、隔離処遇が心身に与える悪影響

は深刻なもので、他者との交流が心情の安定に有益でありうることに照らせば、

可能な限り、死刑確定者に対して共同処遇の機会が提供される必要がある。 

現に、袴田巌氏は、１９６８（昭和４３）年に死刑判決を言い渡された後、何

十年も独房で監禁された結果、精神疾患を発症した。１９８０年代には、袴田氏

に既に奇異な言動があったことを姉の秀子氏が確認しているが、２０１４（平成

２６）年３月に再審開始決定と併せて死刑執行停止の措置がとられるまで、引き

続き死刑囚監房に収容されたままであった。 

なお、自由権規約委員会は、２００８年第５回日本政府報告書審査において、

「締結国は、死刑確定者を単独室拘禁とする規則を緩和し、単独室拘禁は限定さ

れた期間の例外的措置にとどめることを確保」すべきであると勧告している。 

２ 外部交通権 

刑事施設及び被収容者の処遇等に関する法律では、面会・信書の発受について、

一定の者との間では外部交通権として法定されたことに加え、交友関係の時のた

め等の場合でも、規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがないと認めるとき
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に裁量的に許すことができるとされている。 

（１）面会の問題点 

しかし、実際の運用においては、弁護士以外の者の面会が認められるケース

はほとんどなく、また、親族以外については、死刑確定者に対し、一律に事前

に外部交通の希望の申請を出させ、施設長が許可した者についてのみ外部交通

が認められるというような、法の趣旨からかけ離れた運用がなされている。 

また、刑務官の立会に関して、実務では、若干の例外を除き、弁護士との面

会であっても刑務官の立会が付されるのが通例となっている。その理由につい

て法務省は「心情把握の必要性」を強調しているが、一般的な心情把握の必要

性を根拠に刑務官立会を正当化しうるかは疑問である。 

 （２）信書の発受について 

信書の発受に関しては、自己の処遇に関し弁護士との間で発受される信書は

特別な事情がない限り、内容の検査を受けないこととされたものの（刑事施設

及び被収容者の処遇等に関する法律第１４０条、第１２７条第２項）、再審弁護

人との間で発受する信書については内容検査の対象となってしまうという問題

が残されている。 

 

第４ 死刑制度や運用に関する情報公開について 

   死刑制度やその運用に関する情報を公開することは、死刑の廃止に向けての全

社会的議論を行う前提として必要不可欠である。裁判員裁判にて、市民が死刑宣

告の判決にも参加する裁判員裁判の下、死刑制度やその運用に関する情報開示は、

国民に対して積極的に行われなければならない。 

１ 日本の現状 

日本においては、１９９８（平成１０）年１０月までは、年度ごとに作成され

る統計資料により死刑執行数のみが公表されており、同年１１月以降、２００７

（平成１９）年１１月までは、死刑執行の事実及び被執行者数についてのみ公表

されていた。さらに、同年１２月以降、法務省は、被執行者の氏名、生年月日、

執行場所及び執行の原因となった犯罪事実について公表するようになったが、そ

れ以外の情報については依然として明らかにしようとしない。 

日本において、現在国民は、死刑確定者がどのような処遇を受け、どのように

死刑が執行されていくのか、ほとんど情報が与えられない中で裁判員裁判に参加

し、２０１５（平成２７）年４月末日時点で２３件の死刑判決が出されている。

しかし、これらの事件の裁判員らが、現実の死刑に関する情報をどれだけ知った

上で審理・評議されたのか不安は尽きない。 

２ 刑場の公開について 
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刑場については、見学等は一切行われておらず、２００７（平成１９）年１１

月、衆参議院の各法務委員会の国会議員により東京拘置所の刑場が視察されたが、

これは国政調査権（憲法第６２条）に基づくものであって、国民に対する情報公

開としては極めて不十分である。２０１０（平成２２）年７月、千葉景子法務大

臣の下、東京拘置所の刑場がマスコミに公開される方針が示されて実現したが、

型にはまった映像が公開されただけで、やはり国民に対する情報公開としては極

めて不十分である。司法記者クラブや各弁護士会による刑場視察の申し入れも繰

り返し行われているが、いずれも拒否されて実現していない。 

３ 死刑執行に関する行政文書の公開 

情報公開法により、死刑に関する行政文書のうち法務省の保有するものは法務

大臣に請求することが出来るようになり、拘置所や刑務所の保有する行政文書に

ついては、矯正管区長に開示請求できることになっている。しかし、開示される

文書はほとんどが黒塗りの部分開示となっており、情報の開示は不十分である。 

２００７（平成１９）年１２月以降、死刑執行の際に、被執行者の氏名、生年

月日、執行場所及び執行の原因となった犯罪事実について公表をするようになっ

たことを受けて、死刑執行指揮書等における情報開示が是正された傾向はあるが、

日本政府が死刑に関する情報に関して、極めて強い密行性の下にあることは変わ

りない。 

４ 世論調査を前提としての情報公開 

日々のテレビをはじめとするマスコミ報道の下、多くの市民が、被害者遺族の

感情に同調し、死刑存続を支持する世論調査の結果が出されている。しかし、日

本では死刑執行の具体的方法や死刑囚の処遇、死刑制度に関する国際情勢等につ

いて、情報提供がなされていない。このような死刑制度に関する情報の密行性の

下、多くの一般市民が世論調査に応じている。 

自由権規約委員会が、２００８年、日本に対して、死刑制度に関し「政府は国

民に廃止が望ましいことを知らせるべきだ」として、「世論調査の結果に関係なく

死刑制度の廃止を検討すべきだ」との勧告を行っているのは、日本の死刑制度の

密行性を踏まえれば、当然の要請といえる。 

５ 市民の死刑判決関与の前提としての情報公開 

現在の裁判員裁判においては、死刑事件もその対象とされており、前記のとお

り２０１５（平成２７）年４月時点において、既に２３件の死刑判決が言い渡さ

れている。しかし、死刑判決に関与する裁判員の心理的負担の大きさについては、

裁判員裁判後のマスコミでの報道や、アンケート調査でも問題となっており、死

刑事件を裁判員対象事件から除外するべきであるとの声も上がっている。 

死刑という人の命を奪うかどうかの判断に迫られる裁判員の心理的負担は明ら
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かになっているが、裁判官の姿勢は、死刑合憲を前提としていることが一般的で

あり、また、前記のとおり、死刑の実態や死刑確定者の処遇等に関する情報は、

ほとんど裁判員となる国民には明らかにされないままとなっているのが現状であ

る。その中で、裁判員は、死刑を適用すべきか否かを深刻に悩んでいる。 

これまで死刑を含む行刑の実情については、それが量刑を決するようなことが

あっては本末転倒であるとして、量刑に当たっての行刑の実情の考慮は一定限度

にとどめられるべきであるとされてきた。しかし、行刑の実態を考慮しないで量

刑を決することは無責任であるし、特に裁判員裁判においては、死刑判決宣告の

重みを一生抱え続けることとなる以上、自ら死刑判決を下した死刑囚がその後ど

のような経過を辿るのかという行刑の実態を知ることで、死刑の適用により慎重

となり、裁判員の心理的負担の軽減にもつながりうるものといえる。 

また、量刑の基本理念には、受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰が掲げられ

るが、死刑は、更生及び社会復帰の可能性を一切奪うものである以上、これらを

奪ってでも死刑を適用すべきか否かを判断するためにも、行刑の実態を知ること

は不可欠の前提である。 

裁判員が死刑を含めた量刑に関与する以上、最低限、刑務所における無期刑の

囚人の更生・社会復帰に向けた矯正処遇や教育等の実情、とりわけ無期刑の実情、

死刑囚の日々の生活（毎日死刑執行されるのではないかという恐怖）、処遇、悔悟

（将来的に死刑にする必要があるのか等）、絞首刑という死刑の執行方法（その残

虐性）、刑務官等被告人の死刑判決に関与していない者の死刑執行への関与とその

心理的負担等、行刑の実情が明らかにされなければならない。そして、かかる行

刑の実情を踏まえて初めて、被告人の更生・社会復帰の観点を考慮した適切な量

刑判断ができるのである。 

以上のような観点からも、死刑制度に関する情報公開は重要であり、不可欠で

あるといえる。 

６ まとめ 

日本では、国民は死刑制度やその運用状況について多くを知らされておらず、

特に判決確定後の処遇や死刑執行の決定及び実施状況等については、法務当局が

情報を独占し、極端な密行主義とも呼べる様相を呈している。 

しかし、死刑制度やその運用に関する情報を公開することは、死刑制度につい

て全社会的議論を行う前提として必要不可欠であるばかりでなく、裁判員による

適切な量刑や死刑確定者に対する適正手続きの保障状況の監視のためにも不可欠

である。 

死刑廃止に関する全社会的議論を行うために、死刑確定者の処遇の状況、刑場

の状況、執行方法・手順、被執行者が死亡に至る経過、刑務官等死刑執行に関与
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する者の苦痛の程度、死刑制度を維持するための費用、死刑執行の意思決定過程、

被執行者を選定する基準、執行時における被執行者の心身の状態、被執行者が行

っていた再審の請求、恩赦の出願に関する状況等が、政府から市民に対して、積

極的に明らかにされなければならない。 

 

第５ 恩赦制度が進まない問題 

   自由権規約は、恩赦について「死刑を言い渡されたいかなる者も、特赦又は減

刑を求める権利を有する。死刑に対する大赦、特赦又は減刑は、すべての場合に

与えることができる」（第６条第４項）と定めている。 

   また、１９８４年国連経済社会理事会における「死刑に直面する者の権利の保

護の保障に関する決議」は、恩赦等について、「死刑の判決を受けた者は、恩赦

または減刑を求める権利を有する。恩赦または減刑は、すべての死刑について与

えることができる」（付属文書７）と規定するとともに、「死刑は、上訴あるいは

再審手続きもしくは特赦及び減刑に関する手続に関する決定の前に行われるこ

とはない」ことを要求している（付属文書８）。 

また、１９８９年国連総会における「死刑に直面している者の権利の保護の保

障の履行に関する決議」は、「すべての死刑事件で、特赦または恩赦の規定のほか

必要的上訴または再審理を規定すること」を求めている。 

しかし、日本の恩赦法は、特赦または恩赦の出願を認めているのみであって、

これらを刑の執行停止の理由としておらず、特赦または恩赦の出願中であっても

刑の執行ができる制度となっている。また、死刑に対する恩赦は極端に少なく、

政令恩赦では１９５２（昭和２７）年４月を最後に、個別的恩赦では、１９７５

（昭和５０）年６月を最後に行われておらず、政令規準恩赦からもすべて除外さ

れている。 

   自由権規約の実施状況に関する第５回日本政府報告書の調査結果を踏まえ、自

由権規約委員会は、２００８年１０月３０日、死刑問題について「恩赦・減刑・

執行の猶予が利用可能となること」「再審・恩赦の請求に執行停止効を持たせる

こと」を勧告している。また、同委員会は、２０１４年７月、日本の第６回定期

報告を受けて、「委員会の前回の最終見解に照らし、再審あるいは恩赦の請求に

執行停止効を持たせつつ、死刑事例における義務的かつ実効的な再審制度を創設」

することを勧告している。 

   以上のとおり、恩赦が活用されておらず、また恩赦に死刑執行の停止効を持た

せていない日本の恩赦制度は、自由権規約第６条第４項、１９８４年国連経済社

会理事会「死刑に直面する者の権利の保護の保障に関する決議」、１９８９年国

連総会「死刑に直面している者の権利の保護の保障の履行に関する決議」に違反
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するだけでなく、度重なる勧告の対象となっているものである。 

   さらに、恩赦制度は、死刑判決確定後に更生した死刑囚を死刑執行から救済し、

無用な死刑執行を回避するための制度としても検討されるべきである。 

元検察官であり死刑求刑や死刑執行に関与した経験を持つ土本武司筑波大学名

誉教授は、２０１４（平成２６）年３月２３日当会主催「死刑を考えるつどい」

において、自ら死刑を求刑した死刑囚の更生を目の当たりにし、絞首刑のために

刑場に送り込む必要があるのだろうかという思いに駆られた経験を語り、法的な

対応として恩赦制度の活用を提案している。 

日本においては、死刑判決確定後も長期間死刑が執行されない例も多く、その

間に死刑囚の更生によって死刑を執行する必要性に欠ける事案が十分に考えられ

るため、死刑廃止の議論が十分に尽くされるまでの間、恩赦制度を不必要な死刑

執行を回避するための制度として位置づけ、活用することが検討されるべきであ

る。 

 

第５章 日本国憲法と死刑（判例検討も含めて）について 

 

第１ 問題の所在 

   本章においては、「日本国憲法のもとで死刑は許容されるのか」という問題につ

いて、死刑について判断した裁判例の状況及び学説を整理したうえ、検討を加える

こととする。 

 

第２ 日本国憲法の規定と死刑 

１ 第１３条（個人の尊厳と公共の福祉） 

   日本国憲法（以下「憲法」という）第１３条は、「すべて国民は、個人として

尊重される。」と規定する一方で、「生命・・・に対する国民の権利については、

公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

と規定する。 

   ここでのポイントは、①基本的人権として生命権が保障されるのか否か、②憲

法は「公共の福祉」による制限として死刑を許容しているのか否かである。 

２ 第３１条（適正手続） 

   憲法第３１条は、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命・・・

を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。」と規定する。 

   ここでのポイントは、「法律の定める手続」があれば、国家が死刑に処するこ

とは可能なのか否かという点である。 
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３ 第３６条（残虐な刑罰の禁止） 

   憲法第３６条は、「公務員による・・・残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」

と規定する。 

   ここでのポイントは、①第３１条と第３６条の関係、②死刑が「残虐な刑罰」

として憲法上禁止されるのか否かという点である。 

 

第３ 裁判例の状況 

１ 最大判昭和２３年３月１２日刑集２巻３号１９１頁 

(1) 判例の内容 

死刑制度を合憲としたリーディングケースとされる判例である。同判例は、

死刑制度が合憲であることにつき、以下のとおり判示した。 

「生命は尊貴である。一人の生命は、全地球よりも重い。死刑は、まさにあ

らゆる刑罰のうちで最も冷厳な刑罰であり、またまことにやむを得ざるに出ず

る窮極の刑罰である。それは言うまでもなく、尊厳な人間存在の根元である生

命そのものを永遠に奪い去るものだからである。・・・新憲法は一般的概括的に

死刑そのものの存否についていかなる態度をとつているのであるか。・・・まず、

憲法第十三条においては、すべて国民は個人として尊重せられ、生命に対する

国民の権利については、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする旨を

規定している。しかし、・・・公共の福祉という基本的原則に反する場合には、

生命に対する国民の権利といえども立法上制限乃至剥奪されることを当然予想

しているものといわねばならぬ。そしてさらに、憲法第三十一条によれば、国

民個人の生命の尊貴といえども、法律の定める適理の手続によつて、これを奪

う刑罰を科せられることが、明かに定められている。すなわち憲法は、現代多

数の文化国家におけると同様に、刑罰として死刑の存置を想定し、これを是認

したものと解すべきである。言葉をかえれば、死刑の威嚇力によつて一般予防

をなし、死刑の執行によつて特殊な社会悪の根元を絶ち、これをもつて社会を

防衛せんとしたものであり、また個体に対する人道観の上に全体に対する人道

観を優位せしめ、結局社会公共の福祉のために死刑制度の存続の必要性を承認

したものと解せられるのである。弁護人は、憲法第三十六条が残虐な刑罰を絶

対に禁ずる旨を定めているのを根拠として、刑法死刑の規定は憲法違反だと主

張するのである。しかし死刑は、・・・一般に直ちに同条にいわゆる残虐な刑罰

に該当するとは考えられない。ただ死刑といえども、他の刑罰の場合における

と同様に、その執行の方法等がその時代と環境とにおいて人道上の見地から一

般に残虐性を有するものと認められる場合には、勿論これを残虐な刑罰といわ

ねばならぬから、将来若し死刑について火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆ
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での刑のごとき残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば、その

法律こそは、まさに憲法第三十六条に違反するものというべきである。」 

(2) 補充意見 

上記判例には、四裁判官の補充意見が付されている。補充意見の内容は、以

下のとおりである。 

「・・・憲法第三十一条の反面解釈によると、法律の定める手続によれば、

刑罰として死刑を科しうることが窺われるので、憲法は死刑をただちに残虐な

刑罰として禁じたものとはいうことができない。しかし、憲法は、その制定当

時における国民感情を反映して右のような規定を設けたにとどまり、死刑を永

久に是認したものとは考えられない。・・・国民感情は、時代とともに変遷する

ことを免かれないのであるから、ある時代に残虐な刑罰でないとされたものが、

後の時代に反対に判断されることも在りうることである。したがつて、・・・公

共の福祉のために死刑の威嚇による犯罪の防止を必要と感じない時代に達した

ならば、死刑もまた残虐な刑罰として国民感情により否定されるにちがいない。

かかる場合には、憲法第三十一条の解釈もおのずから制限されて、死刑は残虐

な刑罰として憲法に違反するものとして、排除されることもあろう。しかし、

今日はまだこのような時期に達したものとはいうことができない。」 

２ 最大判昭和２３年６月３０日刑集２巻７号７７７頁 

本判例は、「残虐な刑罰」の意義につき、「不必要な精神的、肉體的苦痛を内容

とする人道上残酷と認められる刑罰を意味するのである。」と判示した。 

３ 最大判昭和３０年４月６日刑集９巻４号６６３頁 

本判例は、死刑執行方法である絞首刑について、「他の方法に比してとくに人道

上残虐であるとする理由は認められない」と判示した。 

４ 最二小判昭和５８年７月８日刑集３７巻６号６０９頁 

   本判例は、いわゆる永山事件と呼ばれ、死刑の適用基準を明らかにしたもので

ある（「永山基準」とか「永山事件基準」といわれている。）。 

すなわち、本判例は、死刑適用の基準として、「犯行の罪質、動機、態様ことに

殺害の手段方法の執拗性・残虐性、結果の重大性ことに殺害された被害者の数、

遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等各般の情状を

併せ考察したとき、その罪責が誠に重大あつて、罪刑の均衡の見地からも一般予

防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には、死刑の選択も許され

るものといわなければならない。」と判示し、その後の死刑判決においては、ほぼ

例外なくこの基準が適用されている。その意味で、本判例は、死刑の適用基準に

関するリーディングケースとされている。 
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５ 最三小判平成５年９月２１日刑集２６２号４２１頁 

(1) 内容 

本判例は、死刑を定めた刑法の規定が憲法に違反するとの弁護人の上告趣意

に対し、「右規定が憲法三六条に違反するものでないことは当裁判所の判例（最

高裁昭和二二年（れ）第一一九号同二三年三月一二日大法廷判決・刑集二巻三

号一九一頁）とするところであるから、理由がな」いと判示した。 

(2) 大野補足意見 

上記判例には、大野裁判官の補足意見が付されている。補足意見の内容は、

以下のとおりである。 

「憲法の文理的解釈としては、・・・憲法三一条は、・・・法律に定める刑罰

手続によって生命を奪うことを是認しているから、憲法三六条が残虐な刑罰を

絶対に禁止しているからといって、死刑制度をこれに含め、禁止しているとは

考えられない。 

 しかし、憲法がその制定当初において死刑を残虐な刑罰と考えていなかった

としても、・・・『憲法は、・・・死刑を永久に是認したものとは考えられない。・・・

国民感情は、時代とともに変遷することを免がれないのであるから、ある時代

に残虐な刑罰でないとされたものが、後の時代に反対に判断されることも在り

うることである。』 

 ・・・死刑制度は、・・・『時代と環境とに応じて変遷があり、流転があり、

進化がとげられてきた』ものであるところ、この四五年間にその基礎にある立

法的事実に重大な変化が生じている・・・。 

 その一は、死刑を廃止した国が増加したことである。一九九〇年国連経済社

会理事会へ提出された報告書によれば、死刑制度を完全に廃止した国は三八国

であり、軍事法や戦時犯罪を除く通常犯罪について死刑を廃止した国は一七国

に達し、その他に事実上死刑の適用及び執行を行っていない国は三〇国あると

されている。・・・これに対し死刑を存置している国は九一国である。そして一

九八九年一二月一五日に開かれた国連総会第四四通常会期においては死刑廃止

を目的とする『市民的及び政治的権利に関する国際規約第二選択議定書』（いわ

ゆる「死刑廃止条約」）が採択され、一九九一年七月一一日正式に発効した。こ

のことは、昭和二三年当時と異なり、多くの文化国家においては、国家が刑罰

として国民の生命を奪う死刑が次第に人間の尊厳にふさわしくない制度と評価

されるようになり、また社会の一般予防にとって不可欠な制度とは考えられな

くなってきたことを示す証左であろう。 

 その二は、この四五年間に、我が国刑事司法において、四人の死刑確定者が

再審の結果無罪とされたことである。・・・この四五年間における死刑に関する
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このような新しい事象の発生をみると、死刑が残虐な刑罰に当たると評価され

る余地は著しく増大したということができる。 

 次の問題は、死刑に対する我が国民の意識であり感情である。 

 ・・・このような調査結果をみる限り、我が国民の多くは、今日まで死刑制

度の存置を希望してきており、死刑廃止を基本的に支持する者の中でも、即時

全面廃止を支持する者は少なく、その多くは死刑の漸次的廃止を支持している

とみられるのである。 

 右のような国際的動向と国内世論との大きな隔だりの中にあって、我が国裁

判所が現実に死刑制度をどのように運用してきたかも考慮の対象とすべきであ

ろう。・・・第一審における死刑言渡しを件数的にみると、・・・昭和二三年以

降、死刑の言渡しは減少を続けている。特に昭和四〇年代半ば以降は、顕著に

減少し、年一〇件に達していないことがほとんどであり、現実に他人の生命を

奪った犯罪にしか適用されていない。・・・このように、裁判所は死刑を極めて

限定的にしか適用していないが、なおその厳格な基準によっても死刑の言渡し

をせざるを得ない少数の事件が存在しているというのが我が国の現状である。 

 ・・・以上述べてきたように、昭和二三年から約半世紀を経た今日、一方で

は死刑を残虐な刑罰と考える方向の重大な立法的事実が生じているが、なお前

記のような我が国民の死刑に対する意識にみられる社会一般の寛容性の基準及

び我が国裁判所の死刑の制限的適用の現状を考えるならば、今日の時点におい

て死刑を罪刑の均衡を失した過剰な刑罰であって憲法に反すると断ずるには至

らず、その存廃及び改善の方法は立法府にゆだね、裁判所としては、前記のよ

うに死刑を厳格な基準の下に、誠にやむを得ない場合にのみ限定的に適用して

いくのが適当であると考えるものである。」 

６ 大阪地判平成２３年１０月３１日判例タイムズ１３９７号１０４頁 

   本裁判例は、裁判員裁判制度の下で死刑制度が憲法第３６条に違反するか否か

が争われたケースであり、裁判所の判断は以下のとおりである。 

   「弁護人は、『絞首刑は、受刑者に不必要な苦痛を与え、頭部を離断させるお

それもある。・・・世界的に見ても、今日、絞首刑を維持している国は限られて

いる。これらの点からすると、絞首刑が残虐ではないとした判例（最大判昭和３

０年４月６日刑集９巻４号６６３頁）は、時代と環境の変化の下で、もはやその

前提を失ったというべきである。絞首刑は憲法３６条に反する残虐な刑罰に当た

る。また、頭部離断に至った場合には、断頭刑となり、法の定めない刑が執行さ

れたことになって、憲法３１条にも反する』旨主張する。 

 ２ 裁判員の意見も聴いた（裁判員の参加する刑事裁判に関する法律６８条３

項）上、弁護人の主張を検討したが、絞首刑は憲法に違反するものではないとの
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結論に至った。その理由は以下のとおりである。 

・・・（２）ア このように、絞首刑は、多くの場合、意識喪失までに最低でも

５ないし８秒、首の締まり方によっては、それが２分あるいはそれ以上かかるも

のとなり、その間、受刑者が苦痛を感じ続ける可能性がある。しかも、場合によ

っては、頭部離断、特に頸部内部組織の離断を伴うことがある。絞首刑には、受

刑者が死亡するまでの経過を完全には予測できないといった問題点がある。 

 イ しかし、・・・受刑者に精神的・肉体的苦痛を与え、ある程度のむごたらし

さを伴うことは避けがたい。憲法も、死刑制度の存置を許容する以上、これらを

不可避のやむを得ないものと考えていることは明らかである。そうすると、死刑

の執行方法が、憲法３６条で禁止する『残虐な刑罰』に当たるのは、考え得る執

行方法の中でも、それが特にむごたらしい場合ということになる。・・・死刑の執

行方法が残虐と評価されるのは、それが非人間的・非人道的で、通常の人間的感

情を有する者に衝撃を与える場合に限られるものというべきである。 

 ウ ・・・死刑に処せられる者は、それに値する罪を犯した者である。執行に

伴う多少の精神的・肉体的苦痛は当然甘受すべきである。また、他の執行方法を

採用したとしても、予想し得ない事態は生じ得るものである。・・・既にみたとこ

ろからすれば、残虐な刑罰に当たるとはいえず、憲法３６条に反するものではな

い。 

 また、・・・頭部離断は、例外的に事故として生じるものであると認められ、し

かも、多くの場合、頸部内部組織の離断にとどまる。そうすると、たとえこれら

の事態が生じたとしても、多くの場合、断頭とまではいえないし、極めてまれな

例外的な場合を一般化し、絞首ではなく断頭であるとするのは相当ではない。し

たがって、憲法３１条に反するものでもない。」 

７ 大阪高判平成２５年７月３１日判例集未登載 

   本裁判例は、上記６の控訴審判決であるが、以下のとおり判断し、結論として

現行死刑制度は憲法に違反しないとした。 

   「・・・昭和２３年最高裁判決は、・・・『残虐な刑罰』に当たる執行方法とし

て、『火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆで刑』を例示しているところ、これ

らの死刑の執行方法と比較して、刑法１１条１項が規定する絞首刑が、死刑の執

行に伴い不必要な精神的、肉体的苦痛を与えることを目的としたものでないこと

は明らかである。 

 さらに、上記昭和３０年最高裁判決は、『現在各国において採用している死刑

執行方法は、絞殺、斬殺、銃殺、電気殺、瓦斯殺等であるが、これらの比較考量

において一長一短の批判があるけれども、現在我が国の採用している絞首方法が

他の方法に比して特に人道上残虐であるとする理由は認められない。』と判示し
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ており、その後今日に至るまで、我が国における絞首刑の執行方法に変更は加え

られていないから、現在我が国の採用している方法による絞首刑についても、憲

法３６条にいう『残虐な刑罰』に当たらないと判示したものといえる。 

 もっとも、・・・現在の刑法が死刑の執行方法として規定する絞首刑につい

て、・・・いわゆる立法事実に重大な変化が生じた場合には、不必要な精神的、

肉体的苦痛を伴うものとして人道上残酷な刑罰と認められる状況になることも

あり得ないわけではないが、弁護人から提出された証拠や主張を踏まえて検討し

ても、そのような立法事実の重大な変化があったとまでは認められない。 

 ２ この点に関し、弁護人は、我が国で行われている絞首刑は、医学的見地か

ら見て、死刑囚本人に不必要な苦痛及び身体損傷を生じさせ、一般人の心情にお

いてむごたらしさがあるから、憲法３６条が絶対的に禁止する『残虐な刑罰』に

当たると主張する。 

 ・・・絞首刑においては、・・・受刑者は、死刑の執行開始から意識を消失す

るまでの間に、一定程度の精神的、肉体的苦痛を感じることは避け難いとしても、

その時間は比較的短時間にとどまり、頭部離脱等の重大な身体損傷は生じないも

のと考えられるから、刑の執行方法として、残虐と評価できるほどに、受刑者に

不必要な精神的、肉体的苦痛を与え、あるいは、重大な身体損傷を生じさせる危

険性が高い執行方法であるということはできない。」 

８ 判例の整理 

   憲法と死刑に関する上記判例を整理すると、裁判所の基本的な考え方は以下の

とおり整理することができる。 

(1) 死刑に対する憲法の態度 

憲法第１３条の「公共の福祉」及び憲法第３１条の反対解釈から、死刑自体

が憲法に違反するということはできない。 

(2) 死刑の執行方法が憲法第３６条の「残虐な刑罰」に該当することはあり得る

ものの、（それぞれの判断時期において）死刑の執行方法が「残虐な刑罰」に該

当するとはいえない。 

 

第４ 再審請求事件等 

 １ 死刑再審４事件 

   日本では、免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件という４件の死刑確定

事件について、後に冤罪であったことが明らかとなり、再審無罪が確定している。 

 ２ 冤罪の可能性が高いとされる死刑事件 

(1) 袴田事件 

１９６６（昭和４１）年に静岡県清水市の味噌製造会社専務宅で、一家４名
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が殺害され放火されたという強盗殺人・放火事件である。同年８月に逮捕され

た袴田氏は、当初から無実を訴えていたが、１９８０（昭和５５）年１１月１

９日、上告棄却により死刑判決が確定した。 

しかし、第２次再審請求事件において、静岡地方裁判所は、２０１４（平成

２６）年３月２７日、再審開始決定とともに、死刑及び拘置の執行を停止する

決定をした（検察官の即時抗告により現在東京高等裁判所に係属中）。 

(2) 名張事件（名張毒ぶどう酒事件） 

１９６１（昭和３６）年３月２８日に、三重県名張市葛尾の公民館で行われ

た懇親会で用意されていたぶどう酒の中に農薬が混入され、それを飲んだ人の

うち５人が死亡、１２人が傷害を負ったという殺人・殺人未遂事件である。 

第１審は無罪判決を言い渡したが、控訴審の名古屋高裁が一転して死刑判決

を宣告、１９７２（昭和４７）年６月１５日、上告棄却により死刑判決が確定

した。 

(3) 飯塚事件 

１９９２（平成４）年２月２０日に、福岡県飯塚市で小学校１年生の女児２

名が登校途中に失踪し、翌２１日に隣接する甘木市でいずれも遺体となって発

見されたという略取誘拐、殺人、死体遺棄事件である。逮捕されたＫ氏は一貫

して無罪を訴えたが、２００６（平成１８）年９月８日、第１審の死刑判決が

上告棄却により確定し、２００８（平成２０）年１０月２８日、死刑が執行さ

れた。 

その後福岡地裁に再審請求がなされた。しかし、ＤＮＡ鑑定が足利事件（Ｄ

ＮＡ再鑑定により２００９（平成２１）年４月に冤罪が明らかとなった）と同

じＭＣＴ１１８鑑定である等、様々な問題点があったにもかかわらず、２０１

４（平成２６）年３月３１日、福岡地裁は再審請求を棄却する決定を行った。 

(4) 菊池事件 

１９５１（昭和２６）年８月に、村役場職員が殺害された殺人等事件である。

ハンセン病患者による逆恨みの犯行として捜査がなされた。逮捕・起訴された

被告人（ハンセン病患者とされていた）は、一貫して無罪を主張したが、審理

は菊池恵楓園内等に設けられた特別法廷で行われる等、当時のハンセン病に対

する差別と偏見に満ち満ちた取扱いがなされ、１９５３（昭和２８）年８月２

９日に死刑判決が宣告された。そして、第３次再審請求が棄却された翌日であ

る１９６２（昭和３７）年９月１４日に死刑が執行された。 

 

第５ 学説 

   死刑制度の合憲性に関する学説は、大別すると、①合憲説、②違憲説、③折衷
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説に分類することが可能である（以下の分類は、山内敏弘『生命権と死刑制度』

一橋法学１（１）３１頁以下を参考にした。）。 

１ 合憲説 

   憲法第３１条は、法律の定める手続によれば、死刑を科すことを許容している

し、生命に対する国民の権利を規定する憲法第１３条は「公共の福祉に反しない

限り」という留保を付けており、これを反対解釈すれば、公共の福祉に反する場

合には生命に対する国民の権利を制限してもよいと解釈することができる。した

がって、憲法第３１条、第１３条の規定からは、死刑は合憲である。 

   また、憲法第３６条の「残虐な刑罰」とは刑罰の執行方法が残虐であることを

意味するのであって、死刑自体が直ちに残虐な刑罰に該当するわけではない。 

   合憲説は、基本的には最高裁大法廷昭和２３年３月１２日判決と同様である。 

２ 違憲説 

   違憲説の内容は様々であるが、ここでは、代表的論者の１人である木村亀二の

見解を紹介する。 

   まず、憲法第３１条は特定の種類の刑罰を規定することを命じたものでもなけ

れば、是認したものでもない。同条は単に、刑罰を科する場合にはその刑罰は法

律の定める手続によって規定されるべきことを宣言したにとどまるのであり、死

刑が合憲か否かを論じるにあたっては、実質的な憲法上の根拠が必要である。 

   また、憲法第１３条の「公共の福祉」は国民多数の利益というように解すべき

ではなく、「最後の一人、その最後の一人がたとえ殺人犯人であるとしても、そ

の者の生命をもまた尊重することを意味する理想主義的な共同利益の原則を意

味するのであって、従って、第１３条によって、一人の人間の生命を剥奪するこ

とを内容とする死刑を正当化せんとするのは全然誤りであ」る。 

   憲法第３６条は単に刑罰の執行方法のみならず、刑罰そのものにおいて残虐な

ものも禁止している。人間が人間を殺すこと以上に残虐なことはなく、憲法第３

６条の残虐刑の禁止は当然に死刑の禁止を包含する。そして、憲法第３１条の規

定は憲法第３６条によって制限され、憲法第３６条の規定により死刑は違憲であ

る。 

３ 折衷説 

   折衷説の内容も様々であるが、ここでは、代表的論者の１人である団藤重光の

見解を紹介する。 

   確かに、憲法第３１条の規定からすれば、憲法は死刑の可能性を予想している

ものとみるほかない。 

   しかし、死刑は「残虐」とまでいえなくても、「残酷」な刑罰であり、違憲と

まではいえないとしても憲法第１３条、第３６条等の点から考えて、死刑は憲法
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上望ましくない刑罰である。 

    

第６ 検討 

１ 死刑を人権問題として捉えることの必要性 

(1) 議論の整理 

上記のとおり、死刑に関する裁判例は、リーディングケースとされる最高裁

大法廷昭和２３年３月１２日判決が、公共の福祉により生命に対する国民の権

利制限の可能性があることを指摘し、憲法第３１条の反対解釈及び「死刑の威

嚇力による一般予防」と「死刑の執行による特殊な社会悪の根元を絶つこと」

という実質的な根拠から死刑制度を合憲とし、ただ、死刑の執行方法等が憲法

第３６条の「残虐な刑罰」に該当する可能性があることを指摘したことから、

その後の判例は一般に死刑の執行方法等が憲法第３６条に違反するかという点

について争われてきた。 

そして、憲法第３６条違反をめぐる論争として、国際的な潮流や絞首刑の執

行方法、国民感情等が議論されてきた。 

 (2) 死刑は人権問題である 

しかし、人権及びその制約原理に関する議論が整理され、最高裁判例をはじ

めとする裁判例が集積されてきた現在において、最高裁大法廷昭和２３年３月

１２日判決が指摘した「死刑の正当化根拠」をあらためて検討する必要性があ

ると思われる。 

その際、死刑は「国家による生命侵害行為」という点で、人権問題であると

いう視点から再度検証することが必要不可欠である。この点、憲法には個人の

生命権を明文化した規定は存在しないものの、生命は基本的人権を享有する大

前提であることからすれば、国家から生命を奪われないことという基本的人権

が保障されていると解することは必ずしも難しいことではない。そして、最高

裁大法廷昭和２３年３月１２日判決が指摘するとおり、「生命は尊貴である。一

人の生命は、全地球よりも重い。」ことからすれば、上記判決が指摘したような

一般予防及び特殊な社会悪の排除という根拠が果たして生命権を奪う正当化根

拠として十分なものか否かがあらためて検証されなければならない（このよう

な観点から死刑の憲法適合性を論じた文献として、山内敏弘「生命権と死刑制

度」一橋法学１巻１号２１頁、平川宗信「死刑制度と憲法理念（上）（下）」ジ

ュリスト１１００号６３頁、１１０１号７３頁等参照）。 

２ 国際的な潮流 

   最高裁大法廷昭和２３年３月１２日判決において、「憲法は、現代多数の文化

国家におけると同様に、刑罰として死刑の存置を想定し、これを是認したものと
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解すべきである。」と指摘されているように、他国の死刑に関する状況も考慮す

る必要があると思われる。 

   このような観点からすると、２０１３年１２月末日時点において、死刑を法律

上又は事実上廃止している国が１４０カ国に及んでいること（アムネスティ・イ

ンターナショナルの報告書）、欧州連合（ＥＵ）や欧州評議会において死刑は人

権問題として捉えられ、人権の観点から死刑が廃止されていることといった国際

的な潮流は、大いに参考にされるべきである（第３章参照）。 

３ 国民感情について 

   最高裁大法廷昭和２３年３月１２日判決及びその後の主な裁判例は、国民感情

を死刑存廃の重要な考慮要素としているようであるが、死刑が人権問題であるこ

とからすれば、国民感情という観点から死刑を正当化することは到底許されるも

のではない。このような議論は、多数派による少数者の排除を肯定することにつ

ながるものであり、人権の概念を無視するものである。 

４ 死刑と憲法第３６条 

   現在日本で行われている死刑執行の方法は、絞首刑であり、最高裁大法廷昭和

３０年４月６日判決が憲法第３６条の「残虐な刑罰」に該当しないと判示したこ

とは前述のとおりである。 

   しかしながら、上記判決から５０年以上経過した現代において、日本における

絞首刑が「残虐な刑罰」に該当しないか否かは、あらためて検討する必要がある

と思われる。 

   この点、検察官として１件の死刑執行に立ち合った経験を有する土本武司筑波

大学名誉教授は、２０１４（平成２６）年３月２３日に行われた当会主催のシン

ポジウムにおいて、日本の絞首刑は、①不必要な苦痛を与えること、②不必要な

肉体的損傷を生じさせること、③一般人の心情においてむごたらしさを感じさせ

ることという問題が集約されたものであり、限りなく残虐に近いものではないか

と発言している（当会「死刑は『残虐な刑罰』か―土本武司講演会の記録―」参

照）。 

５ 死刑適用基準について 

   死刑を人権問題として捉えた場合、昭和５８年７月８日判決が指摘するような

抽象的な基準で死刑になるかどうかを判断することは、基準の明確性に反するの

ではないかということが問題となるであろう。 

 

【参考資料】 

① 死刑存廃を巡る諸論点（札幌弁護士会）ｐ１２～ 

② 当会「死刑は『残虐な刑罰』か―土本武史講演会の記録―」 
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③ 山内敏弘「生命権と死刑制度」一橋法学１（１） 

④ 平川宗信「死刑制度と憲法理念（上）（下）」ジュリスト１１００、１１０１号 

⑤ 欧州評議会「死は正義ではない」 

⑥ 井田良・太田達也編「いま死刑制度を考える」慶應義塾大学出版会 

 （特に第４章「わが国の死刑適用基準について」（原田國男）） 

 

第６章 裁判員裁判と死刑 

 

第１ 裁判員裁判の特徴 

裁判員制度は、２００９（平成２１）年５月１日に導入された。裁判員制度の

根拠法である裁判員の参加する刑事裁判に関する法律（以下「裁判員法」という）

は、死刑又は無期の懲役若しくは禁固に当たる罪に係る事件を裁判員裁判対象事

件として、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱うものとする（裁判員法第２

条第１項第１号）。 

裁判員裁判においては、第１回公判期日前に必ず公判前整理手続を行わなけれ

ばならず（裁判員法第４９条）、この公判前整理手続の終了段階において、証人尋

問の順序・時間等の審理スケジュールが定められる。また、裁判官、検察官及び

弁護人は、裁判員の負担の軽減を図るために、審理を迅速で分かりやすいものと

することに努めなければならないとし（裁判員法第５１条）、裁判員裁判の迅速化

を図っている。そのため、裁判員裁判では、争点を整理して立証対象事実を厳選

することが特に求められ、また、証拠の数の限定が特に求められる（証拠の厳選・

刑事訴訟規則第１８９条の２）。 

また、裁判員の関与する判断のための評決は、構成裁判官及び裁判員の双方の

意見を含む合議体の員数の過半数の意見によるとされ（裁判員法第６７条）、合議

体の員数の過半数の意見により、死刑判決の宣告も可能である（裁判員法第６３

条参照）。 

裁判員裁判では、裁判の迅速化や証拠の厳選が求められる反面、裁判員は有罪

無罪の判断のみならず量刑判断も行う。そのため、事案によっては、裁判員は、

短期間の審理の中で限られた証拠により、被告人は有罪か無罪か、仮に有罪だと

して被告人を死刑にするかどうかという究極の量刑判断を迫られることになるの

である。 

なお、大阪此花区パチンコ店放火事件の裁判員裁判では、絞首刑の違憲性が争

われたが、絞首刑の違憲性は「法令の解釈に係る判断」（裁判員法第６条第２項）

であり、裁判員でなく裁判官のみが審理すべきであるとして、裁判員は「立ち会

い」（裁判員法第６０条）を許されたのみであった。 
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しかし、裁判員裁判において裁判員は死刑をも選択しうる以上、死刑の執行方

法等についての審理に裁判員を関与させることなしに死刑判決の宣告にだけ荷担

させるというのは非人道的であるといえよう。 

 

第２ 裁判員裁判での死刑判決例 

被告人が約２ヶ月間の間に強盗殺人、現住建造物侵入、強盗強姦等の各犯行に

及んだという事案では、殺害された被害者が一人であっても死刑判決が宣告され

た（千葉地判平成２３年６月３０日判例集未登載）。 

上記千葉地裁判例以外にも、永山基準からすれば死刑相当とはいえない多くの

事案について死刑判決が宣告されている。なお、上記千葉地裁判決について、控

訴審判決は、女性の殺害を計画的に実行したとは認められず、また、殺害態様の

悪質性を重くみることも限界があるのに、同女に係る事件以外の事件の悪質性や

危険性、被告人の前科、反社会的な性格傾向等を強調して死刑に処した裁判員裁

判による第１審判決の量刑判断は合理的でなく、被告人を死刑に処すべき具体的、

説得的な根拠を見いだし難いと判断して同判決を破棄して無期懲役としている

（東京高判平成２５年１０月８日高等裁判所刑事判例集６６巻３号４２頁）。その

後、同高裁判決は最高裁でも維持され確定している（最二小決平成２７年２月３

日裁判所時報１６２１号２８頁）。 

そのほかにも、裁判員裁判で死刑判決が選択され、高裁で判断が見直された例

が数例ある。 

  

第３ 裁判員への負担 

１ 死刑判決を迫られる裁判員の心理的負担も忘れてはならない。 

２００９（平成２１）年６月、鹿児島市で高齢者夫婦が殺害された事件は、検

察側は死刑を求刑したが鹿児島地裁は無罪判決を宣告した（鹿児島夫婦殺害事件）。

この裁判員裁判は、４０日という異例の公判期日の長さもさることながら、完全

否認事件での死刑求刑事案であったため、裁判員は、死刑か無期懲役かの選択で

はなく、死刑か無罪かの究極の選択を迫られることとなった。 

このような究極の選択を迫られた裁判員の心理的負担の大きさは、想像に難く

ない。 

２ また、強盗殺人事件の裁判員裁判で裁判を務めた際、審理の過程で殺害現場の

写真を見る等したために急性ストレス障害になったとして、国に２００万円の損

害賠償を求めた裁判もある。当該判決においては、「裁判員には辞任が認められ

ている等精神的、経済的負担の軽減が図られている」と指摘し、「裁判員として

の職務は憲法第１８条後段が禁ずる『苦役』にはあたらない」と判示している（福
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島地判平成２６年９月３０日判例時報２２４０号１１９頁）。 

 

第４ 熊本における裁判員裁判での死刑事例 

熊本においては、被告人が①２００４（平成１６）年３月に住居侵入して強盗

の意図で被害者を殺害した上で現金等を強取し（走潟＜はしりがた＞事件）、同じ

被告人が②２０１１（平成２３）年２月に住居に侵入し、強盗の意図で被害者を

殺害し、その後、帰宅した別の被害者を殺意をもってナイフで胸部等を突き刺し

たが殺害までには至らなかった事件（渡鹿＜とろく＞事件）についての裁判員裁

判がある（熊本地判平成２３年１０月２５日判例集未登載）。 

なお、渡鹿事件の翌日に被告人が自首したために被告人が逮捕されたところ、

渡鹿事件の犯行態様が走潟事件と類似しているところから走潟事件についても被

告人が捜査の対象となり、被告人が走潟事件の犯人であると判明した。 

同事件の裁判員裁判では、被告人には、死刑判決が言い渡された。強盗殺人既

遂２件、強盗殺人未遂１件であるために裁判員裁判でなくとも死刑が言い渡され

た可能性が高い事例であるが、熊本地裁での裁判員裁判における死刑判決として

特筆すべき事例である。 

 

第５ 小括 

裁判員裁判では、裁判員の物理的負担軽減のためとの名目で裁判の迅速化が最

優先されているが、死刑か無期懲役（または無罪）かの判断を迫られる裁判員の

負担の軽減策はない。また極端な裁判の迅速化により、真実発見や量刑の相当性

について吟味することが置き去りにされている可能性がある。 

何より問題なのは、日本では先進国では稀な死刑制度が存置されたままであり、

その結果、裁判員裁判では、冤罪・誤判による死刑判決の決定に多数決という形

で一般市民が否応なしに荷担してしまう場合があり得るということである。                                  

 

第７章 死刑を決定する手続について 

 

第１ 日本における死刑事件の手続 

   日本においては、死刑に処すべきかどうかが争われる事件であっても、特別な

手続をとることはない（上告された場合、弁論を開く運用になっているのみであ

る）。死刑判決を下すために、裁判官の全員一致が求められているというわけで

もない。 

また、被告人が上訴しなかったり、仮に上訴してもその後に上訴を取り下げれ

ば、最高裁での審理すら経ずに死刑判決が確定することとなる。したがって、場
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合によっては、一審のみで死刑が決まってしまうということが法的に可能である。

そうすると、客観的に問題がある判決（いわゆる犯人性の問題のほか、情状面で

死刑が妥当でない場合も含む）であっても、それを糺すのは困難となる。 

 

第２ アメリカの例―スーパー・デュー・プロセス― 

 １ 連邦国家であるアメリカには、５０の州にコロンビア特別区、連邦を加えた５

２の法域が存在し、各法域ごとに、刑事手続が定められており、その内容は多様

である。もっとも、死刑に処すべきかどうかが争われる事件の場合に特別な手続

がとられる点は、死刑制度を存置する全法域において共通している（第３章）。 

 ２ アメリカにおける死刑制度の変遷の経緯 

（１）１９７２年、連邦最高裁は、ファーマン判決において、はじめて死刑制度を

違憲と判断した。ファーマン判決においては、ジョージア州及びテキサス州に

おいて３人の被告人に対して宣告された死刑判決の妥当性が争われたもので

あり、ファーマンは謀殺罪、ジャクソン及びブランチは強姦罪で死刑が宣告さ

れた。前２者がジョージア州の事件であり、後者がテキサス州の事件である。

ここでの争点は、当時のジョージア州及びテキサス州の死刑制度が、合衆国憲

法第８修正の禁止する「残酷かつ異常な刑罰の禁止」条項に違反するかどうか

であり、連邦最高裁の結論自体は、当該事件における死刑は、第８修正条項に

反し違憲であるということを示す１パラグラフだけの簡潔なものであった。こ

の結論について、連邦最高裁の９人の裁判官のうち賛成は５、反対が４であり、

多数を構成した５人の中でも、死刑制度自体を違憲としたのは２人で、残り３

人は運用（適用）違憲的な判断を行った。判決文においては、９人すべてが自

らの個別意見を述べているため、史上最も長い判決の１つといわれている。 

（２）ファーマン判決によって、当時存在したほぼすべての死刑制度は廃止を余儀

なくされた。しかし、死刑制度を持ったほとんどの州は、死刑をそのまま廃止

するという選択肢はとらず、ファーマン判決の要請を満たすべく新たな死刑制

度を迅速に創設した。そこでの各法域の対応は、①絶対的死刑制度と、②罪責・

量刑の２段階審理＋指針つき裁量的死刑制度の２つの類型に分かれた。この２

つの死刑制度について合憲性が争われ、現在の死刑制度の原型を形作ることに

なったのが、１９７６年に下されたグレッグ判決をはじめとする一連の連邦最

高裁判決である（グレッグ事件、プロフィット事件、ジュレック事件、ウッド

ソン事件、ロバーツ事件）。この一連の判決において争われたのは、ジョージ

ア、テキサス、フロリダ、ノース・キャロライナ、ルイジアナの５つの州の新

死刑法であった。前述の分類でいえば、前３州が②であり、後２州が①であっ

たが、結論として、連邦最高裁は②のみを許容するという判断を下した。 
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（３）１９７６年のグレッグ判決をはじめとする一連の判決によって、いかなる死

刑制度が合憲たりうるかについての基本的枠組が示されたものの、手続の細部

では依然として未確定の部分が残されていた。連邦最高裁は、連邦制・州権へ

の配慮から、州が新たな制度を創設した場合、それが恣意性排除のため十分な

ものかどうかについて個別には判断するが、事前にどのような制度が要求され

るかを示すことに対しては一貫して慎重であった。そのため、その後の死刑制

度をめぐるアメリカの歴史は、州の対応と、それに対する連邦最高裁の判断と

いう、いわば二人三脚もしくはジグザグ・パターンと形容される経緯をたどる

こととなり、現在の詳細かつ複雑な死刑制度を創りあげるに至っている。この

ように、州の対応と連邦最高裁の判断を経て、一歩一歩形作られてきた現在の

死刑制度における手続保障は、スーパー・デュー・プロセスとも呼ばれている。 

３ アメリカにおける死刑制度の概要 

（１）２段階審理＋指針つき裁量的死刑制度 

アメリカにおいては、有罪・無罪の決定については、合衆国憲法第６修正が

全ての法域に適用されることから、被告人は陪審による審理を受ける権利を有

する。これに対して、量刑については、たとえ死刑事件であっても、陪審審理

を受ける権利は合衆国憲法上保障されていない。しかしながら、多くの法域で

は、制定法上の権利として、死刑事件については、量刑についても陪審審理を

受ける権利を設けている（一方、非死刑事件については、量刑は裁判官が判断

する）。また、陪審による量刑が行われた際に、大多数の法域が、量刑について

も全員一致を陪審評決に要求する。 

ファーマン判決当時においても、多くの法域で、死刑事件においては陪審が

量刑の判断を行っていたが、有罪・無罪を決定する手続と量刑手続が一体とし

て行われていたために、犯罪歴の有無等量刑判断に重要な要素が、証拠から法

律上もしくは実際上排除されていた。こうした手続上の障害にもかかわらず、

何らの実質的な指針を与えず陪審に完全な裁量を認めていたために、ファーマ

ン判決においては、当時の死刑制度は、その恣意性またはその現実的な危険性

から、合憲性を満たさないものとされた。違憲の結論に賛成した５人の裁判官

の１人であるスチュアート裁判官は、「雷に打たれる」のと同じような「理不尽

かつ気まぐれな」死刑の適用であると述べている。 

こうした恣意性を排除するために、ファーマン判決以後に創設され、１９７

６年のグレッグ判決と一連の判決で承認された新死刑法は、すべて罪責と量刑

を別個の手続で行う２段階審理を導入した。さらに、量刑の判断者である陪審

が適正に判断しうる指針を設けることが試みられた。この指針つき裁量制の下

での量刑手続は、①足切法、②比較考量法、③限定質問法の３つに分類される。
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①足切法においては、陪審は、制定法に限定列挙されている加重事由の中から、

最低１つ以上の要因が存在するか否かを、合理的疑いの余地のない証明の基準

のもと決定する。その後は、自由に裁量を行使し死刑を科するかどうかを決定

する。②比較考量法においては、制定法に規定された加重事由および減軽事由

についての存否および重要性を評価し、いずれが優るかを総合的に判断し量刑

を決定する。③の限定質問法においては、まず被害者の死という結果に対する

意図、被告人の将来の危険性の有無について、陪審が「イエス」か「ノー」で

答えることで決定される。両者が肯定された場合にだけ、減軽事由が死刑を科

さないことを要請するほどのものであるかどうか、という最後の段階の質問を

決定する。そして、減軽事由が死刑を否定するのに不十分であると認定された

場合、自動的に死刑が科される。グレッグ判決で審理されたジョージア州の新

死刑法は①足切法であり、ジュレック判決で審理されたテキサス州の新死刑法

は③限定質問法であった（なお、ジュレック判決当時のテキサス州の新死刑法

は、前述の最後の質問がなく、代わりに被害者側の挑発等の有無を問うもので

あったが、１９８９年のペンリー判決において問題とされ、その後変更された）

が、プロフィット判決で審理されたフロリダ州の新死刑法をはじめとして、②

比較考量法を採用する法域が最も多い。 

（２）自動的上訴制度 

グレッグ判決において、量刑審理段階における恣意性排除のための手続的手

当と並んで、死刑制度の合憲性を支えるもう１つの柱とされたのが、死刑評決

が下された事件に対する州最高裁への自動上訴制度である。これは、州最高裁

が、陪審の死刑評決に対して、その判断過程における偏見の影響の有無および

類似事件における量刑との均衡を独自に審査することによって、判断過程にお

ける恣意性の排除をさらに確実なものとすることを目指すものであった。 

現時点において死刑制度を維持しているほとんどすべての州において、被告

人の意思にかかわらず自動的に州上訴審による再審査を行う制度が取り入れら

れている。 

こうした州最高裁への自動上訴制度を含む、死刑事件の上訴手続の概要を見

ると、多くの州において、以下のようになっている。 

第１段階 

①州裁判所における死刑判決 

②州上級裁判所への上訴（自動上訴） 

③連邦最高裁への裁量上訴 

第２段階（State Post Conviction） 

①州裁判所における判決確定後の審理手続 
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②州上級審による審査 

③連邦最高裁への裁量上訴 

第３段階（FederalHabeasCorpus） 

①連邦地裁への人身保護令状手続 

②連邦控訴裁判所での審査 

③連邦最高裁への裁量上訴 

（３）公的弁護制度 

１９３２年、連邦最高裁は、パウエル事件において、連邦刑事手続に関し、

はじめて貧困者である被告人には公的弁護人を付される権利がある旨を判示し

た。そこでは、公的弁護人を付される権利は、死刑を科せられる可能性がある

事件に限定されていたが、１９３８年のジョンソン事件において、その保障を

一般の刑事事件にまで広げた。さらに、１９６３年に至って、連邦最高裁は、

ギディオン事件において、各州の刑事手続においても、あらゆる重罪事件の貧

困な被告人について、公的弁護人が付される権利を保障した。 

この公的弁護人による弁護を受ける権利を具体的に保障するための弁護人付

与制度として、①コントラクト・システム（契約制度）、②アサインド・カンセ

ル・システム（弁護人割当制度）、③パブリック・ディフェンダー・システム（公

設弁護人制度）という３つの基本モデルがある。この３つの基本モデルは相互

排他的なものではなく、各法域においては、これらの制度が組み合わされ、各

法域の実情にあわせ、アレンジされている。 

①は、地方公共団体と、弁護士個人、非営利団体、私的法律事務所との間の

契約に基づくものである（通常、個々の事件ごとではなく、年間あるいは数件

の一括契約による）。 

②は、裁判所が、個々の事件ごとに、公的弁護を受任する意思を示している

弁護人のリストの中から選任するものであり、日本の国選弁護人制度に近いも

のである。 

③は、地方公共団体の一部局として、刑事弁護を専門とする弁護人により構

成される事務所等が設置されるものである。そこに所属する弁護人の地位は当

該公共団体の公務員であり、基本給は、棒給に従って支払われる。このシステ

ムは、１９１４年にカリフォルニア州ロサンゼルス郡で初めて実施され、全米

に広まった。このカリフォルニア州では、死刑事件の全審級において２名以上

の公的弁護人が選任される。公的弁護人は、調査員と協力して、事実関係及び

情状関係を徹底的に調査するため、弁護活動の費用も高額となる（１件当たり

数億円といわれる）。 

（４）コスト論について 
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アメリカ司法省によれば、確定前手続の終了から執行まで、平均して１６年

かかるとされている。費用について一例をあげると、カリフォルニア州では、

死刑事件の審理、死刑事件被告人や死刑確定者の収容のために年間約１８４億

円かかるとされている。 

ここまでコストがかかるのであれば、死刑を廃止し、死刑制度維持に充てて

いた費用を、治安や教育制度の改善、被害者や遺族の支援等に回すべきである

という考え方（コスト論）が有力となっている。これは、従来の死刑廃止論者

だけでなく、犯罪被害者（遺族）や刑務官等からも一定の支持を得ている。 

日本では、直ちにコスト論の考え方は受け入れられまい。しかし、その前提

である、スーパー・デュー・プロセスを法制度として取り入れることは、十分

議論に値する。 

 

第３ 日本が取るべき方向性 

 １ ファーマン判決から現在に至るまで、アメリカにおいて、判例、立法を通じて

形成されてきた死刑制度における手続保障（いわゆるスーパー・デュー・プロセ

ス）の根底にあるのは、一度執行されてしまえば取り返しがつかないという点で、

死刑は他の刑罰と決定的に異なる、という考え方である。この死刑という刑罰の

不可逆性は、死刑制度への賛成・反対という立場のいかんにかかわらず、肯定し

うる事実である。現に、アメリカにおいては、死刑に対する賛否が分かれる中で、

議論とそれに基づく修正を繰り返しながら、現在の死刑制度における特別な手続

保障が創りあげられてきた。 

 ２ 日本においても、死刑制度について、その賛否は分かれており、結論を出すた

めの議論も十分に尽くされたとは言えない。もっとも、死刑の不可逆性ゆえに、

死刑事件の刑事手続において、他の刑事事件よりも手続保障を厚くし、より慎重

に審理するという基本姿勢は、死刑制度に対する賛否にかかわらず、共有できる

ものである。死刑制度に対する最終的な結論を出すには、十分に議論を尽くすこ

とが必要であるし、一度出した結論がその後も変わらず妥当するとも限らない。

アメリカの例を見ても、その解答は必ずしも一つではなく、一度出された解答も、

修正が繰り返されている。しかしながら、十分な議論を尽くすこともなく、ただ

従来の制度を維持し続けていくということは、一度執行されてしまえば取り返し

がつかない死刑の不可逆性を無視するものであり、許されない。日本においても、

死刑事件の刑事手続について、より慎重な審理を可能とする特別な手続保障を導

入することは、喫緊の課題といえる。 

 ３ 日本とアメリカでは、刑事事件についての法制度も大きく異なる。しかしなが

ら、アメリカのスーパー・デュー・プロセスにおける、死刑判決から恣意性を排
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除するための様々な方策（量刑の判断者に対して制定法により具体的指針を与え

ること、評決について全員一致を要求すること等）や、自動上訴制度は、日本に

おいても導入することが十分可能である。また、死刑事件の被告人に対する弁護

制度の拡充を図ること（複数弁護人選任制等）も重要である。 

現在も死刑判決が出され、死刑執行が行われ続けている日本の現状において、

死刑制度に対する賛否の議論が平行線のまま、こうした現状をただ看過すること

は許されない。早急に制度改善の検討に着手し、死刑事件における特別な手続保

障（いわば日本版スーパー・デュー・プロセス）の確立を目指すべきである。 

 

【参考資料】 

①岩田太「陪審と死刑」信山社 

②小早川義則「デュー・プロセスと合衆国最高裁Ⅲ」成文堂 

③島伸一「アメリカの刑事司法－ワシントン州キング郡を基点として」弘文堂 

④日本弁護士連合会「死刑及び終身刑に関するカリフォルニア州調査報告書」 

 

第８章 犯罪被害者の救済 

 

第１ 犯罪被害者の救済の重要性 

死刑制度のあり方を議論する上でも、犯罪被害者（遺族及び親族を含む。以下

同じ。）の救済は必要不可欠であって、その観点から検討を加えなければならない。 

殺人等重大な犯罪では、多くの犯罪被害者が死刑を求めており、それ自体極め

て自然な被害感情であって、最大限尊重されてしかるべきである。 

かつて、殺害された犯罪被害者の子や孫自身が加害者に対し報復する敵討＜か

たきうち＞等という慣習・制度が存在していた。近代になり、敵討等は社会的秩

序の崩壊につながるものとして禁止され、国家権力が刑罰権を独占することとな

った。そのため、死刑制度は、国家権力が犯罪被害者に代わって加害者の命を絶

つことで、被害感情を慰撫する意味合いを持つこととなったともいえる。 

ところで、犯罪被害者は、長年の間、刑事手続から疎外され、十分な救済を受

けることができない状態が続いた。しかしながら、近年、犯罪被害者自身の尽力

等もあり、様々な面等において、その救済の拡大がはかれてきた。 

被害感情の慰撫を含めて、犯罪被害者の救済が十分に図らなければならないこ

とは当然の要請である。 

日弁連においても、犯罪被害者の支援のため、１９９９（平成１１）年１１月

に犯罪被害者支援委員会が発足し、２００３（平成１５）年に第４６回人権擁護

大会（松山）でシンポジウム「あなたを一人にしない！―犯罪被害者の権利の確
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立とその総合的支援をめざして」を開催し、「犯罪被害者の権利の確立とその総合

的支援を求める決議」を採択した。同委員会は、その後も、各種意見書の発表等

犯罪被害者支援の活動をおこなってきた。 

当会でも、２００２（平成１４）年に犯罪被害者支援委員会を発足し、毎年フ

ォーラム（パネルディスカッションや講演等）を行ったり、犯罪被害者等が必要

な支援等を受けられるように犯罪被害者ホットラインを運用してきた。 

 

第２ 日本の現状 

１ そこで、日本における犯罪被害者の救済の現状を考えると、以下のとおり極め

て不十分である。 

２ 犯罪被害者救済に関する法制の現状 

犯罪被害者救済に関する２０００（平成１２）年以降の主立った法律の改正等

は下記の表のとおりである。 

ここで、法律の改正等を概観すると、財源を必要とする経済的な補償や医療に

関する法律の制定・改正等は限定的であり、多くは刑事手続に関するものである

ことが分かる。 

国の予算に関しては、犯罪被害者等給付金として、２００５（平成１７）年度

当初予算では１５億８９００万円計上されていたが、２０１５（平成２７）年度

予算で計上された額は１４億３４００万円と減少している。また、国の犯罪被害

者等施策関係予算額についても、２０１５（平成１７）年度当初予算では８９億

０３００万円計上されていたが、２０１５（平成２７）年度予算で計上された額

は７３億８６００万円と大きく減少している（平成１８年版犯罪被害者白書、平

成２７年版犯罪被害者白書）。 

 

 概要 

2000(平成 12)年 5月 いわゆる犯罪被害者保護二法成立 

１ 刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律 

(1) 証人の負担の軽減 

(2) 親告罪の告訴期間の撤廃 

(3) 被害者等の意見陳述 

(4) 検察審査会への審査申立権者の範囲の拡大 等 

２ 犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に

関する法律 

(1) 公判手続の傍聴 

(2) 公判記録の閲覧及び謄写 

(3) 民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解 

2000(平成 12)年 11月 少年法等の一部を改正する法律成立 

(1) 被害者等の申出による意見の聴取 
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(2) 被害者通知制度 

(3) 被害者等による記録の閲覧・謄写 

2001(平成 13)年 4月 犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律（新題名「犯罪

被害者等給付金の支給等に関する法律」）成立 

(1) 重傷病給付金の創設等支給対象の拡大 

(2) 給付基礎額の引上げ 等 

2004(平成16)年12月 犯罪被害者等基本法成立 

(1) 被害者の権利を明文化 

(2) 支援を国、地方公共団体、国民の責務と位置づけ 

(3) 取り組むべき基本的施策 

(4) 犯罪被害者等施策推進会議の設置 

2006(平成 18)年 3月 犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令の一部を改正

する政令、犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行規則の

一部を改正する規則 

(1) 重傷病給付金に係る支給要件の緩和 

(2) 支給対象期間の延長 

(3) 親族間犯罪に係る支給制限の緩和 

2006(平成 18)年 6月 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部

を改正する法律成立 

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律成立 

被害回復給付金制度（一定の場合に犯罪被害財産の没収・追

徴を可能とし、これを用いて被害者等に被害回復給付金を支

払う制度）の創設 

2007(平成 19)年 6月 更生保護法成立 

(1) 仮釈放等の審理において被害者等から意見を聴取する

制 

(2) 悔悟の情を深める指導監督を行うため、被害者等の心情

等を保護観察中の加害者に伝達する制度 

2007(平成 19)年 6月 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一

部を改正する法律成立 

(1) 被害者参加制度 

(2) 犯罪被害者等に関する情報の保護 

(3) 損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度（損

害賠償命令制度） 

(4) 公判記録の閲覧及び謄写の範囲の拡大 

(5) 被害に関する心情その他の意見の陳述をすることがで

きる者の範囲の拡大 

2007(平成19)年12月 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等

に関する法律成立 

振り込め詐欺等により資金が振り込まれた口座を凍結して

被害者に被害回復分配金を支払う制度の創設 

2008(平成 20)年 4月 犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律の一部を改正する法

律（新題名「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の

支援に関する法律」）成立 

(1) 休業損害を考慮した重傷病給付金の額の加算等 

(2) 犯罪被害者等の支援を目的とする民間団体の自主的な
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活動の促進を図るための措置等 

(3) 目的に犯罪被害者等の支援を追加 

2008(平成 20)年 4月 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随す

る措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律

成立 

被害者参加人のための国選弁護制度 

2008(平成 20)年 6月 少年法の一部を改正する法律成立 

(1) 被害者等の申出による意見の聴取の対象者の拡大 

(2) 被害者等による少年審判傍聴制度 

(3) 被害者等に対する少年審判状況説明制度 

(4) 被害者等による記録の閲覧・謄写範囲の拡大 

2013(平成 25)年 6月 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随す

る措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律

成立 

(1) 被害者参加人に対し国が被害者参加旅費等を支給する

制度の創設 

(2) 裁判所に対する国選被害者参加弁護士の選定の請求に

係る資力要件の緩和 

 

３ 刑事手続への関与 

犯罪被害者は、国家権力によって独占された刑罰権の手続から長い間疎外され、

日本においても２００８（平成２０）年に犯罪被害者参加制度が創設されるまで、

犯罪被害者が刑事裁判で意見を述べる等して関与する仕組みは存在していなかっ

た。 

犯罪被害者参加制度に対しては、利用した犯罪被害者の一部から改めた方が良

い点があるとの声や被害者参加人の法廷における活動に何らかの効果を付与して

ほしい旨の意見等があがっている（法務省が２０１１（平成２３）年１１月から

２０１２（平成２４）年１月にかけて調査を実施した「犯罪被害者の方々に対す

るアンケート調査」）。  

また、多くの犯罪被害者が、死刑制度の維持や厳罰化を求めていることも周知

のとおりである。 

４ 経済的な補償 

犯罪被害者は、殺人等重大犯罪に遭遇すると、日々の生活の糧を失い経済的な

困窮におちいることが少なくない。法務省が２０１１（平成２３）年１１月から

２０１２（平成２４）年１月にかけて調査を実施した「犯罪被害者の方々に対す

るアンケート調査」によると、犯罪被害にあって支出を余儀なくされた費用額、

こうむった損害額（いずれも回答の平均額）として、医療費６５万０３１０円、

葬儀費用２６８万５４１７円、家賃、引越費用等５３９万２９６３円、得られな

くなった収入額６４３万７８５７円という結果となった。また、犯罪被害者は、
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多くの場合、加害者から直接賠償を得ることができない。 

日本においては１９８１（昭和５６）年に犯罪被害者給付制度が創設されるま

で、国が犯罪被害者に対して経済的な補償を行う制度は存在していなかった。 

その犯罪被害者給付制度についても、年金形式のような継続的な支給制度では

なく一時金形式の支給であって、徐々に給付金額の引き上げがなされているもの

の依然として低水準である。治療費については、犯罪被害者が一旦立替払いをし

なければならず、その額は１２０万円に限定されており、将来の治療費について

は一切考慮されていない。 

そして、犯罪被害者給付制度が活用されているとも言い難く、２０１３（平成

２５）年度における犯罪被害者等給付金の申請者数は５５８名、裁定金額は約１

２億３３００万円にすぎない。なお、犯罪被害者給付制度は、親族関係や取引関

係等一定の人間関係がある時の犯罪については不支給ないしは減額として、相当

数の事案がその対象となっている。国の２０１５（平成２７）年度予算において

も、犯罪被害者等給付金として１４億３４００万円しか計上されていない（平成

２７年版犯罪被害者白書）。 

他方、犯罪被害者が加害者に対して損害賠償を求める際に目を向けると、損害

賠償命令制度等、犯罪被害者に対する特別の制度は希薄である。また、加害者の

刑務所での報奨金や加害者が自身の犯罪行為に関する手記等の著作物から得た印

税等を犯罪被害者の申出によって損害の賠償にあてる制度は存在せず、加害者か

ら現実に回収するのは著しく困難である。この点、アメリカのニューヨーク州で

制定されたいわゆる「サムの息子法」等が参考になる。 

５ 精神的被害に関する医療 

犯罪被害者において精神健康の問題が深刻であり、専門治療や広くカウンセリ

ングに対するニーズは高い。しかしながら、治療費等が有償の場合、それが相当

の経済的負担となる。このことは、犯罪によって職を失った場合により顕著であ

る。そのため、犯罪被害者の救済のためには、犯罪被害者が精神健康に関する十

分な治療等を無償で受けることが必要である。また、身近な場所で適切な医療を

受けることができる医療体制が必要なことは当然である。 

しかしながら、犯罪被害者の精神健康に関する治療等は、原則、犯罪被害者の

社会保険を利用した形（通常の自己負担をする形）で治療を行うものとされてい

る。各都道府県警察が設けているカウンセリング支援制度や犯罪被害者給付制度

で一部公費負担とすることができるが、短期間に限ったものであって不十分であ

る。 

また、適切な医療を受けるため、遠方にある専門機関へ足を運ばなければなら

ない現状にある。 
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この点、警察庁・犯罪被害者の精神的被害の回復に資する施策に関する研究会

が２０１４（平成２６）年に実施した実態調査（回答者：医師、臨床心理士等計

２２２名）によると、臨床心理士等の心理職による心理療法等の経済的負担が高

額、経済的負担がネックとなり通院を止めるなどした犯罪被害者等がみられる、

大都市圏で診療等を行っている医師・臨床心理士等が多く地域間格差が顕著等の

結果が出た。 

６ 他の先進国との比較（主に国家補償に関して） 

日本は、他の先進国と比べて、犯罪被害者に対する国家補償の点も不十分であ

る。 

支給額は、総じて他の先進国の方が高額である。内閣府犯罪被害者等施策推進

室「平成２３年度 諸外国における犯罪被害者等に対する経済的支援に関わる制

度等に関する調査報告書」によると、所得のある夫、専業主婦の妻、子２人の世

帯で、夫が犯罪被害により死亡したというモデルケースでの補償総額は、イギリ

スが５０万ポンド（６０５０万円）、ドイツが４９万４８５５ユーロ（５１４６万

４９２０円）、フランスが７０万３６７６．８９ユーロ（７３２８万６３９７円）

であるに対して、日本は２３５２万１９１２円と大きな開きがあった。 

何より、日本では、国家補償制度たる犯罪被害者給付制度がほとんど利用され

ておらず、この点で、他の先進国と大きく開きが存在する。下記の表（前記報告

書及び平成２３年版犯罪被害者白書をもとに作成）からも、日本の国家補償制度

が機能していないことは明らかである。 

 

日本（2010(平成 22)年度） 申請者数：５８５人 

裁定金額：１３億１１００万円 

イギリス（2010年 4月～

2011年 3月） 

申請件数：６万１２９２件 

補償総額：３６５億３０００万円（２億８１００万ポンド） 

（１ポンド＝１３０円で算出） 

ドイツ（2010年） 申請件数：２万１７１１件 

給付総額：約２３７億６０００万円（約２億１６００万ユーロ） 

（１ユーロ＝１１０円で算出） 

フランス（2010年） 申請者数:：１万７８７３人 

支給総額：２８０億７２００万円（２億５５２０万ユーロ） 

（１ユーロ＝１１０円で算出） 

※ なお、フランスには軽犯罪の被害者に対しては別の補

償枠組みとして犯罪被害者補償支援サービスが存在し、

２０１０年の申請件数は２万５５７６件、支給総額は１

６億５０００万円（１５００万ユーロ）である。 
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第３ 小括 

以上のような日本における犯罪被害者を取り巻く現状では、犯罪被害者が十分

な救済を受けることは極めて困難である。 

死刑制度の存廃を含めたあり方にかかわらず、国は、十分な財源を確保した上

で、犯罪被害者に対する経済的な補償及び精神的被害に関する医療体制につき大

幅な拡充を行うべきである。 

そして、犯罪被害者の救済の拡充を何ら図ることなく死刑制度のあり方を議論

することは、犯罪被害者を置き去りにすることになり、許されない 

したがって、死刑制度のあり方を議論するにあたっては、犯罪被害者の救済の

拡充をはかり、犯罪被害者が十分に救済を受けることのできる制度を構築してい

くことが必要である。 

 

第９章 まとめ 

 

第１ 人権問題としての死刑 

１ これまでの議論状況 

死刑制度を巡る従前の議論は、存置か廃止かを巡って議論されてきたが、容易

にその結論には至っていない（第２章）。日弁連は、２００２（平成１４）年１１

月２２日に「死刑制度問題に関する提言」を発表したが、それから１０年以上を

経過して、弁護士会内部においても、社会的にも、その後の議論が活発に進んだ

とは言い難い状況である（第１章）。 

他方、第３章に見たように、国際的には死刑廃止国が急激に増大し、いわゆる

先進国で死刑を残している国はアメリカと日本のみとなった。しかも、アメリカ

では、常に死刑に関する議論が激しく展開され、５０州のうち１９州で死刑が廃

止され、存置州でも死刑の執行方法については度々変遷し、死刑事件に対するス

ーパー・デュー・プロセスと言われる手厚い手続きが要求されるようになってい

る（第３章、第７章）。議論もせず、制度改善もしない先進国は日本だけとなって

いると言ってもよい。自由権規約委員会は、こうした日本に対して度々国内世論

にかかわらず死刑廃止を前向きに検討するようにとの勧告を行っている。これに

対して日本政府は国内世論を盾に各国が独自に決定すべきものとの姿勢を崩して

いない。個別の手続き改正についても何も行なっていない。だが、国際社会が人

権の問題として捉えている課題について、国内問題との主張で押し通して済ます

ことが果たして妥当であるのか、大きな疑問が残る。 

２ 人権問題としての死刑 

国際社会が日本に対し「国内世論にかかわらず」死刑廃止を前向きに検討する
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よう要求するのは、死刑が基本的人権にかかわる問題だからである。 

死刑は「国家による生命侵害行為」である。生命は基本的人権のうちで最も根

源的なものであり、最高裁大法廷昭和２３年３月１２日判決の「生命は尊貴であ

る。一人の生命は、全地球よりも重い。」という表明は、この基本的人権の文脈の

中で読み解く必要がある。この最も根源的な基本的人権の侵害が許されるために

は相応の議論がなされなければならない。しかしながら、日本の判例はこの判決

以後、すでに６７年が経過しているが、この生命の基本的人権としての根源性に

向き合ってきたとは到底言い難い（第５章の各判例参照）。 

このような状況の中で、免田事件のように死刑事件での再審で無罪となった事

件がすでに４件あり、冤罪が疑われる菊池事件や飯塚事件では、すでに死刑が執

行されてしまっている。生命の侵害に対しては後に誤りが認められてもその人権

の回復手段はないと言ってよい。（免田事件及び菊池事件は熊本県の事件である）

（第５章） 

弁護士法は、その第１条で「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現

することを使命とする。」と定めている。私たち弁護士は、死刑は人権問題である

ことを常に想起し、この課題に真正面から取り組む必要に迫られている。 

３ 前に進むための議論を 

私たちは、これまでの議論の状況を踏まえて、さらに前に一歩踏み出すために

は、死刑についての存廃の議論を延々と続けるだけはなく、どうすればこの問題

状況に改善をもたらすことができるのかを具体的・実践的に議論する必要がある。 

他方、犯罪被害者の心情にも寄り添うことを忘れてはならず、特に日本の犯罪

被害者救済制度の貧困を考えれば、犯罪被害者救済に関する議論も進めていかな

ければならない。 

 

第２ 制度的検討の方向性 

１ 制度的検討の必要 

当会では、死刑の存廃について結論を導くまでの議論はまだ行われてはいない。

しかしながら、存廃の議論を置いておくとしても、現行の死刑については、執行

方法の適正、死刑確定者の処遇、執行を回避する恩赦等の制度の機能麻痺、情報

公開が不十分であること等が指摘されており（第４章）、さらに、死刑を決定する

手続きについては、特別に厳重な手続きが定められていないことや、裁判員裁判

が開始したこととの関係での制度の在り方の議論も十分になされていない（第７

章、第６章）。 

死刑廃止論者にとっては、廃止に至るまでの制度改善は必至のものであり、死

刑存置論者にとっても、制度改善については十分にコンセンサスを得ることが可
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能な問題である。 

存置か、廃止か、にかかわらず、制度的検討は可能であり、またなされなけれ

ばならない。 

２ 制度改善の緊急性 

これらの制度検討が緊急を要するのは、現実に死刑判決や死刑執行が行われ続

けているからである（２０１２（平成２４）年には７人、２０１３（平成２５）

年には８人、２０１４（平成２６）年には３人が死刑執行された）。死刑確定者の

処遇問題では、袴田事件を通じて、死刑囚の置かれている状況の深刻さが浮き彫

りにされた（第４章）。死刑の決定から執行までの過程に、基本的人権が侵害され

る事態が現に存在するおそれが大きいのに、この問題を先送りすることは許され

ない。 

十分な救済対策のないまま放置されている犯罪被害者の問題についても、早急

な整備拡充を図っていかなければならない。 

３ 制度改善の要点 

１） 死刑制度全般について情報開示を行うこと（第４章） 

２） 死刑を決定する要件について 

① 高齢者・精神障がい者・若年者については死刑を言い渡す際の要件として

も特別の配慮が検討されるべきこと（第４章） 

② 死刑判決は特別に重大な事件でかつ被告人に更生の可能性のないものに限

定されるべきこと（第３章、第４章） 

３） 死刑を決定する手続きについて 

① 死刑判決の全員一致制、死刑判決に対する自動上訴制、死刑判決を求める

検察官の上訴の禁止、死刑事件についての複数弁護人選任制等のいわゆる

スーパー・デュー・プロセスを刑事手続きに導入すること（第３、７章） 

② 裁判員裁判において、死刑の執行方法等が争点になった場合にも、裁判員

がその協議に加わることができるよう制度検討すること。及び裁判員の心

理的負担に対するケアの措置を検討すること。（第６章） 

４） 死刑確定者の処遇について 

① 疾病の治療、精神不安に対するケアが適切に行われること（第４章） 

② 拘置所内や社会との人的交流について配慮すること（不当な郵便の制限や

面会の制限を廃すること）（第４章） 

③ 高齢者・精神障がい者・若年者に対する特別の配慮を検討すること（第４

章） 

５） 実効性のある恩赦制度を確立すること 

６） 犯罪被害者に対する救済が拡充されるべきこと（第８章） 
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① 犯罪被害者に対する経済的補償に関する制度が充実されること 

② 犯罪被害者の精神的被害に関する医療体制が確立されること 

４ 死刑を廃止する場合の制度検討 

死刑を廃止する場合には、被害者感情や国民感情を考慮して、改めて死刑に代

わる仮釈放のない終身刑等の刑罰を創設すべきか否かの検討も必要となる。（第１、

３章） 

５ 死刑を存続する場合の制度検討 

死刑を存続するということになれば、その執行方法や執行手続きについても検

討が必要となる。 

たとえば、絞首刑という執行方法が憲法に適合するのか、適合するとしても方

法として妥当か等の疑問が検討されなければならない。 

また、執行する場合の手続きとしては、当事者や家族に執行を事前に通知する

必要や、その通知を受けて異議の申し立てを許す制度等が検討されなければなら

ない。高齢者・精神障がい者・若年者に対する特別の配慮についても検討が必要

である。（以上、第４章） 

 

第３ 執行停止の必要性 

以上の議論は、可能な制度改善を早急に進めながら、他方では時間をかけた全

社会的議論として進めていく必要がある。そして、死刑制度の運用状況、死刑事

件の誤判原因、国際的な死刑廃止・執行停止の状況、死刑に代わる最高刑の在り

方等について調査するため、衆議院・参議院に死刑問題に関する調査委員会を設

置すべきであり、この議論の間は、死刑の執行は停止されるべきである。 

すでに２０００年代になって、６７人の死刑が執行された（第３章）。この中に

は、現在冤罪であったとして再審請求が行われている飯塚事件のＫ氏が含まれて

いる。現在死刑確定者は１３０人に及ぶと言われている。この中には、名張事件

の奥西勝氏や袴田事件の袴田巌氏が含まれている。国民的議論が十分に行われな

い中で、漫然と人の命が奪われることをこれ以上容認することはできない。国に

対し、早急に死刑執行停止の措置をとることを強く要請する。 

 

第４ 弁護士会としての取り組み 

１ 取り組みの方向 

日弁連での議論が先行している中、各弁護士会や各弁護士会連合会での取り組

みは、現在、その議論がようやく始まったばかりであると言わなければならない。

当会でも従前は死刑の問題について議論が本格的になされていなかったが、２０

１２（平成２４）年に初めてシンポジウムを開催し、以後死刑廃止検討プロジェ
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クトチームを立ち上げ、勉強会やシンポジウムを開催する等の活動を始めた。今

後の活動の方向としては以下のことが重要である。 

① 死刑廃止検討プロジェクトチームを拡充し、会内での議論を活発に行う。 

② シンポジウムの開催、資料の作成・提供等を通じて、市民への情報提供に

努め、市民間の死刑問題に関する議論を喚起する。 

③ 行政に対して死刑問題についての情報の公開を求める。 

④ 日弁連、九弁連と協力しつつ死刑執行停止に向けた活動を行う。 

２ 死刑執行に対する会長声明の発表 

上記のうち、死刑執行停止問題については、死刑執行停止の現実化を目指して、

死刑執行が行われるたびに、これに抗議する会長声明の発表を継続的に行ってい

く。２０１５（平成２７）年７月１５日、当会は、初めて、「死刑執行に強く抗議

し、死刑執行を停止し、死刑制度の存廃についての全社会的議論を求める会長声

明」を発表したが、これを今後の流れとしていく。 

 

第５ 結 論 

最高裁大法廷昭和２３年３月１２日判決の言う「生命は尊貴である。一人の生

命は、全地球よりも重い。」という言葉は、種々の人権問題を経て、その解決のた

めに最大限の努力を払ってきた弁護士会活動にとっては、今いっそうその重みを

増してきていると言ってよい。当会も、人権問題としての死刑の問題に真正面か

ら向き合い、国民的議論を高めていくためのあらゆる活動に参加し、より良い社

会の構築を目指したい。 

よって、本意見書のとおり、意見を表明するものである。 

 

 


